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建築動態統計調査規則  

 

                  昭和２５年１２月２２日建 設 省令第４４号 

                改正昭和２６年 ８月１０日建 設 省令第２７号 

                                改正昭和２７年１０月１６日建 設 省令第３３号 

                                改正昭和３０年 ５月１０日建 設 省令第１２号 

                                改正昭和３１年 ３月３０日建 設 省令第  ５号 

                                改正昭和３２年 ３月２９日建 設 省令第 ２号 

                                改正昭和３３年 ４月３０日建 設 省令第１５号 

                                改正昭和３４年 ３月１７日建 設 省令第 ２号 

                                改正昭和３４年１２月２３日建 設 省令第３５号 

                                改正昭和３６年１１月１４日建 設 省令第３３号 

                                改正昭和３８年１２月２８日建 設 省令第２６号 

                                改正昭和４５年１２月１７日建 設 省令第２６号 

                                改正昭和４７年 ３月３１日建 設 省令第 ９号 

                                改正昭和４７年１２月２７日建 設 省令第３５号 

                                改正昭和５０年１１月２８日建 設 省令第１８号 

                                改正昭和５３年 ３月 １日建 設 省令第 １号 

                                改正昭和５７年 ３月 ３日建 設 省令第 ２号 

                                改正昭和６３年 ４月 １日建 設 省令第 ５号 

                                改正平成 元年 ３月２７日建 設 省令第 ３号 

                                改正平成 ６年 ２月２３日建 設 省令第 ４号 

                                改正平成１１年 ４月２６日建 設 省令第１４号 

                                改正平成１１年 ９月２７日建 設 省令第４１号 

                                改正平成１１年１０月 １日建 設 省令第４５号 

                                改正平成１２年１１月２０日建 設 省令第４１号 

                                改正平成１３年 ５月３１日国土交通省令第９５号 

                改正平成１５年 ２月１４日国土交通省令第１３号 

                                改正平成１６年 ６月１８日国土交通省令第７０号 

                 改正平成１９年 ３月２８日国土交通省令第２０号 

                               改正平成２０年１２月２４日国土交通省令第１０３号 

                改正平成２１年 ３月３０日国土交通省令第１５号 

  改正令和 ２年 ５月１５日国土交通省令第４８号 

改正令和 ３年 ３月３１日国土交通省令第２７号 

                     改正令和 ４年 ４月２８日国土交通省令第４４号 

改正令和 ５年 ２月２８日国土交通省令第 ４号 

改正令和 ６年１０月 １日国土交通省令第８９号 

                                          
統計法（昭和二十二年法律第十八号）第三条第二項及び建築基準法（昭和二十五年法律第二百
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一号）第十五条第四項の規定に基き、建築動態統計調査規則を次のように定める。 
目  次 

第一章 建築着工統計調査（第一条―第十三条） 
第二章 建築物滅失統計調査（第十四条―第二十六条） 
附則 
 

第一章 建築着工統計調査 
 

（着工調査の目的） 
第一条 統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工

統計を作成するための調査（以下「着工調査」という。）は、全国における建築物の建設の着工

動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。 
（用語の意義） 

第二条 この章で「建築物」とは、建築基準法（以下「法」という。）第二条第一号に定めるもの

をいう。 
２ この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された

一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。 
（着工調査の区分） 

第三条 着工調査は、次に掲げる調査区分により行う。 
一 建築物着工統計調査 
二 住宅着工統計調査 
三 建築工事費調査 
（着工調査の範囲） 

第四条 建築物着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の

届出に係る建築物について行う。 
２ 住宅着工統計調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。 
３ 建築工事費調査は、第一項の建築物のうち国土交通大臣の定める標本抽出方法により、国土

交通大臣が毎月抽出したものについて行う。 
（着工調査の時期） 

第五条 建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を

建築しようとする旨の届出を受理したとき（法第六条第一項又は第十八条第二項の規定により

確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第六条第四項若しくは第六条

の二第五項又は第十八条第三項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交

付したとき）に行う。 
２ 建築工事費調査は、前条第三項の規定により抽出した建築物の建築の工事が完了した日現在

によって行う。 
（着工調査の調査事項） 

第六条 着工調査は、次に掲げる事項について行う。 
一 建築物着工統計調査 
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（一） 着工予定期日 
（二） 工事の予定期間 
（三）  敷地の位置 
（四） 建築主 
（五） 工事種別 
（六） 工事部分の構造 
（七） 建築物の用途 
（八） 建築物の数 
（九） 新築工事の場合における階数（地上の階数、地下の階数の別） 
（十） 新築工事の場合における敷地面積 
（十一） 工事部分の床面積の合計 
（十二） 建築工事費予定額 

二 住宅着工統計調査 
（一） 着工予定期日 
（二） 工事の予定期間 
（三） 敷地の位置 
（四） 新設又はその他の別 
（五） 工事部分の構造（木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コ

ンクリートブロツク造、その他の別） 
（六） 住宅の建築工法（在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別） 
（七） 住宅の種類（専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別） 
（八） 住宅の建て方（一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別） 
（九） 利用関係（持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別） 
（十） 住宅の戸数 
（十一） 工事部分の床面積の合計 
（十二） 新設住宅の資金（民間資金住宅、公営住宅、住宅金融支援機構住宅、都市再生機

構住宅、その他の別） 
（十三） 建築を伴う除却住宅戸数 
（十四） 建築を伴う除却住宅の利用関係（持家、貸家、給与住宅の別） 

三 建築工事費調査 
（一） 工事の変更 
（二） 着工日 
（三） 工事の完了日 
（四） 実施床面積 
（五） 工事実施額 

（着工調査に係る調査票の作成及び送付） 
第七条 都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に

基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、調査票を当該届出に係る建築基準法施行規則

（昭和二十五年建設省令第四十号）別記第四十号様式に記載された着工予定期日（以下単に「着
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工予定期日」という。）の属する月ごとに作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交

通大臣に送付しなければならない。 
第八条 削除 
第九条 建築物（第四条第三項の規定により国土交通大臣が抽出した建築物をいう。以下この項

及び次項において同じ。）の工事施工者は、当該建築物について別記第一号様式の調査票を作成

し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する月の翌々月十三日までに

到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 
一 当該建築物の建築の工事が完了した場合（第三号に掲げる場合を除く。） 当該工事が完了

した日 
二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年以内に中止された場合 当該工事が中止

された日 
三 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から一年を経過しても着手されない場合 当該着

工予定期日から一年を経過した日 
２ 建築物の工事施工者は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該

建築物について同項の調査票を作成し、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める

日以降四月を経過する日の属する月の末日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければ

ならない。 
 一 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に完了した場合 当該工事が完了し

た日 
 二 当該建築物の建築の工事が着工予定期日から三月以内に中止された場合 当該工事が中止

された日 
第十条 削除 

（着工調査に係る結果の公表） 
第十一条 国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分につい

て全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。 
第十二条 国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎

年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。 
（着工調査に係る関係書類の保存） 

第十三条 国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票、第十一条に規

定する集計結果並びに前条に規定する年次建築動態統計表（この条において「関係書類」と総

称する。）を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十六条において同じ。）で作成され

ている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。 
第二章 建築物滅失統計調査 

（滅失調査の目的） 
第十四条 建築物滅失統計調査（以下「滅失調査」という。）は、建築物の滅失動態を明らかにし、

建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。 
（用語の意義） 
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第十五条 この章で「建築物」及び「住宅」とは、第二条に規定するものをいう。 
（滅失調査の区分） 

第十六条 滅失調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。 
一 建築物除却統計調査 
二 建築物災害統計調査 
（災害報告の手続） 

第十七条 法第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告（以下「災害報告」と

いう。）は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第二号様式により行う。 
２ 災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第二号様式に「災

害補正」と明記して報告しなければならない。 
（滅失調査の範囲） 

第十八条 建築物除却統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を除却しようとする旨

の届出（以下「除却の届出」という。）に係る建築物について行う。 
２ 建築物災害統計調査は、災害報告に係る建築物について行う。 

（滅失調査の時期） 
第十九条 建築物除却統計調査は、除却の届出を受理したとき、建築物災害統計調査は、災害報

告を受けたときに行う。 
（滅失調査の調査事項） 

第二十条 滅失調査は、左に掲げる事項について行う。 
一 建築物除却統計調査 
（一）除却予定期日 
（二）除却場所 
（三）構造 
（四）建築物の用途 
（五）住宅の戸数 
（六）建築物の数 
（七）建築物の床面積の合計 
（八）建築物の評価額 
（九）除却原因 

二 建築物災害統計調査 
（一）被災市区町村名 
（二）災害種別（火災、震災、風水災、その他の別） 
（三）被害区分（全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別） 
（四）建築物の数 
（五）住宅の戸数 
（六）床面積の合計 
（七）構造 
（八）建築物の用途 
（九）火災件数 
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（十）建築物の損害見積額 
（滅失調査に係る調査票の作成及び送付） 

第二十一条 都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、国土交通大臣が定めるとこ

ろにより、毎月分について建築物除却統計調査票及び建築物災害統計調査票を作成し、これを

翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。 
第二十二条 都道府県知事は、第十七条第二項の災害補正報告に基づいて、国土交通大臣が定め

るところにより、当該報告を受けた月毎月分について建築物災害統計調査票を作成し、「災害補

正」と明記して、これを翌々月十日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならな

い。 
（滅失調査に係る結果の公表） 

第二十三条 国土交通大臣は、第二十一条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、

毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに公表す

る。 
第二十四条 国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票に基

づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。 
（滅失調査に係る関係書類等の保存） 

第二十五条 都道府県知事は、第十七条の報告書を二年間保存しなければならない。 
第二十六条 国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票、第

二十三条に規定する集計結果並びに第二十四条に規定する年次建築動態統計表（この条におい

て「関係書類」と総称する。）を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的

記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。 
 

附 則（令和二年五月十五日国土交通省令第四十八号） 
１ この省令は、令和二年七月一日から施行する。 
２ 次の各号に掲げる建築物についてこの省令の施行後行う建築動態統計調査規則第三条第三号

の調査については、この省令による改正後の建築動態統計調査規則の規定（第十二条及び第二

十四条を除く。）にかかわらず、なお従前の例による。 
一 令和二年十二月三十一日までに建築の工事が完了した建築物 
二 令和二年十二月三十一日までに建築の工事が中止された建築物 
三 着手予定期日が令和元年十二月三十一日以前である建築物であって、当該着手予定期日か

ら一年を経過しても建築の工事が着手されなかったもの 
３  第九条第一項各号に定める日が令和三年一月一日から令和四年四月三十日までの間にある

場合における同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該

各号に定める日の属する月の翌々月十三日」とあるのは、「令和四年六月三十日」とする。 

４  第九条第二項各号に定める日が令和三年一月一日から令和四年一月三十一日までの間にあ

る場合における同項の規定の適用については、同項中「当該各号に掲げる場合の区分に応じ当

該各号に定める日以後四月を経過する日の属する月の末日」とあるのは、「令和四年六月三十

日」とする。 
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附 則（令和三年三月三十一日国土交通省令第二十七号） 
この省令は、令和四年四月一日から施行する。 
 

附 則（令和四年四月二十八日国土交通省令第四十四号） 
この省令は、公布の日から施行する。 
 

附 則（令和五年二月二十八日国土交通省令第四号） 
この省令は、令和五年四月一日から施行する。 
 

附 則（令和六年十月一日国土交通省令第八十九号） 
（施行期日） 

１ この省令は、公布の日から施行する。 
  （経過措置） 

２ 第一条の規定による改正後の建築基準法施行規則別記第四十号様式及び第四十一号様式は、

着工又は除却の予定期日が令和七年一月一日以後である建築物について適用し、当該予定期日

が同日前である建築物については、なお従前の例による。 
３ この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 
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工事施工者名：

所属部署名 　：

 フ リ ガ ナ

記入者氏名 　：

問１　工事の変更(1) 　 工事中止 １年以上未着工

　　　　※該当する場合には、

　　　　　□に○を記入してください。

問２　工事の変更(2)

　　　　※該当する場合には、

　　　　　□に○を記入してください。

問３　着工日

年 月 日

問４　工事の完了日

年 月 日

問５　実施床面積

㎡

問６　工事実施額

円

 電話番号：　　　－　　　　 　－

　　建築着工統計調査

　　建築工事費調査　調査票

(内線番号 　　 　           )  

　

いずれかに○を記入した場合は、調査はこれで終わりです。

工事を行った場合（又は工事中の場合）には、
工事の完了後に、問２以降を記入してください。

今回調査対象となった建築工事について、次の問１～５を記入してください。

木造から非木造、非木造から木造への構造変更あり

億 万

㊙ 基幹統計調査
国土交通省

㊙ 基幹統計調査
国土交通省

第一号様式

万
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 第二号様式

 

 
 　　　　　　　　　　　　建 築 物 災 害 報 告 書

 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　年　　月分）

受付年月日番号 
 

  
 ※

 　　　　　　　　知事殿
 

 
       　　　　年　　月　　日

 
 
 

             市区町村長名
 
 
建築基準法第15条第３項の規定により、災害による建築物の滅失又は損壊を報告します。

  
  １　被 災 市 区 町 村 名

                         
 ２　災 害 種 別  火災・風水災・震災その他 ３　火 災 件 数

  
   　　　　　　４被害区分

  全焼・全壊・全流失 半焼・半壊・半流失 　　　　計
  　
  
                                        ５建築物の数                   ８建 築 物 の  　　　　　　 建築物 床　面　積 建築物 床　面　積 建築物 床　面　積                              住宅の戸数                                  損害見積額   ７　　　　　　 の　数 の　合　計 の　数 の　合　計 の　数 の　合　計                床面積の                                    　（万円）  建の　　　　　　　合計                   

                    
 築用 住宅の 　平方メ 住宅の 　平方メ 住宅の 　平方メ 
                    
 物途    ６構造 戸　数   ートル 戸　数   ートル 戸　数   ートル 

　　    　　　 　　   　　　 　　   　　　 　　   　　　 

 　　 　　棟 　　棟 　　棟

   居 木　　　　　造

　　戸     戸     戸

      棟     棟   　棟

　住 そ　　の　　他

    戸     戸     戸

  

 　そ 木　　　　　造 　　棟 　　棟     棟

 

 　の

  

　他 そ　　の　　他     棟     棟     棟

  

 木　　　　　造     棟     棟     棟

 

 　合

  

 そ　　の　　他     棟     棟     棟

 

　計

  

　　　計     棟     棟     棟

 　　（注）　イ、※欄は記入しないこと。

  　 　　    ロ、２、４欄は該当文字を○印にて囲むこと。

 　 　   　　ハ、この書は災害種別ごとに作成のこと。

　　　　　　ニ、市の中、区のある市において、区ごと、災害ごとに本書を作成すること。
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国総情建第７１号 
令和６年 10 月１日  

 
 
都道府県知事殿 
 
 

国土交通省大臣官房政策立案総括審議官 
（公 印 省 略） 

 
 

国土交通大臣が定める調査票について（通知） 
 
 
 建築動態統計調査規則（昭和二十五年建設省令第四十四号）第七条及び第二十一条に規定する

国土交通大臣が定める調査票を別記第一号の一様式、別記第一号の二様式、別記第二号の一様式、

別記第二号の二様式及び別記第三号様式のとおり定める。 
 別記第一号の二様式及び別記第二号の二様式については、令和７年１月分の調査から適用する。 
 
 調査票はオンラインシステムにより国土交通大臣に提出する。ただし、別記第三号様式につい

ては、令和７年４月分の調査からオンラインシステムにより国土交通大臣に提出する。 
 

なお、別記第一号の二様式については、統計法（平成十九年法律第五十三号）第三十条の規定

に基づき、「2 種類以上の用途分類」、「2 種類以上の用途ごとの工事部分の床面積」、「消費税」及

び「物件名」の記入欄を設けているので、調査票作成に当たってご留意願います。 
 
 
 
 
 
 
 

＜本件連絡先＞ 
国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室 
電話：03-5253-8344（直通） 
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別記第一号の一様式

着工予定期日（年） 着工予定期日（月） 作成者氏名 (1)市区町村 (2)市区町村一連番号 (3)棟区分 (4)小番号 (5)建築主の種別
(6)資本の額又は出資の
総額

(7)敷地の位置（都市計
画） (8)工事種別 (9)建築物の用途分類 (10)多用途 (11)工事部分の構造 (12)工事の予定期間

(13)工事部分の床面積
の合計[平方メートル]

- 11 -



(14)建築工事費予定額
[万円]

(15)新築工事の場合に
おける階数（地上の階
数）

(15)新築工事の場合に
おける階数（地下の階
数）

(16)新築工事の場合に
おける敷地面積[平方
メートル]

(17)新設又はその他の
別 (18)新設住宅の資金 (19)住宅の建築工法 (20)住宅の種類 (21)建て方 (22)利用関係 (23)住宅の戸数[戸]

(24)工事部分の床面積
の合計[平方メートル]

(25)建築を伴う除却住
宅戸数[戸]

(26)建築を伴う除却住
宅の利用関係

(27)建築工事届受理番
号
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別記第一号の二様式

着工予定期日（年） 着工予定期日（月） 作成者氏名 (1)市区町村 (2)市区町村一連番号 (3)棟区分 (4)小番号 (5)建築主の種別
(6)資本の額又は出資
の総額

(7)敷地の位置（都市
計画） (8)工事種別

(9)建築物の用途分類（主要用
途）

(9－2)建築物の用途分類（用途区
分） (10)多用途 (11)工事部分の構造 (12)工事の予定期間

(13)工事部分の床面積
の合計[平方メートル]

(14)建築工事費予定額
[万円]

(15)新築工事の場合に
おける階数（地上の階
数）

(15)新築工事の場合に
おける階数（地下の階
数）
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(16)新築工事の場合に
おける敷地面積[平方
メートル]

(17)新設又はその他の
別 (18)新設住宅の資金 (19)住宅の建築工法 (20)住宅の種類 (21)建て方 (22)利用関係 (23)住宅の戸数[戸]

(24)工事部分の床面積
の合計[平方メートル]

(25)建築を伴う除却住
宅戸数[戸]

(26)建築を伴う除却住
宅の利用関係

(27)建築工事届受理番
号

2種類以上の用途分類
（用途区分）①

2種類以上の用途ごとの
工事部分の床面積①

2種類以上の用途分類
（用途区分）②

2種類以上の用途ごとの
工事部分の床面積②

2種類以上の用途分類
（用途区分）③

2種類以上の用途ごとの
工事部分の床面積③

消費税 物件名
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別記第二号の一様式
調査年 調査月 調査番号 調査期日（年） 調査期日（月） 調査期日（日） 作成者氏名 持ち込み種類別 都道府県 市区郡
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県市区コード 市区郡内一連番号 建築物の用途 除却原因 構造 建築物の数 住宅の戸数 床面積の合計 建築物の評価額
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別記第二号の二様式
調査年 調査月 調査番号 調査期日（年） 調査期日（月） 調査期日（日） 作成者氏名 持ち込み種類別 都道府県 市区郡
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県市区コード 市区郡内一連番号 建築物の用途 除却原因 構造 建築物の数 住宅の戸数 床面積の合計 建築物の評価額 物件名
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別記第三号様式

建　築　物　災　害　統　計　調　査　票

令和 年 月分

市区郡
ｺｰﾄﾞ 第 号

令
和 年 月 日

件

４　被害区分

５　建築物の数
　　住宅の戸数

　　床面積の合計

６　構造

棟 棟 0 棟

戸 戸 0 戸

棟 棟 0 棟

戸 戸 0 戸

木        造 棟 棟 0 棟

そ   の   他 棟 棟 0 棟

木        造 0 棟 0 棟 0 棟

そ   の   他 0 棟 0 棟 0 棟

計 0 棟 0 棟 0 棟

(注）この票は災害種類ごとに作成する。

00

0

８　建 築 物 の
　　損害見積額

　 （万円）

0

0

調査番号

調査期日

建築物
の数

住宅の
戸数

○○市○○区／
○○郡○○町

市区郡町村

0

計

床面積
の合計

平方メ
ートル

00

0

0

作成者
氏　 名

平方メ
ートル

建築物
の数

居
　
　
住

木　　　　造

そ　 の　 他

建築物
の数

住宅の
戸数

床面積
の合計

そ
の
他

合
　
　
計

0

床面積
の合計

0

0

0

１．被 災 市 区 町 村 名

２．災　　害　　種　　別

３．火　　災　　件　　数

７
建
築
物
の
用
途

住宅の
戸数

平方メ
ートル

都道府県
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国総情政第 15 号 

令和２年５月 15 日 

 

 

建築着工統計調査の建築工事費調査の標本抽出方法について 

 

 

建築動態統計調査規則（昭和二十五年建設省令第四十四号）第四条第三項に規定す

る国土交通大臣が定める標本抽出方法を別紙１のとおり定める。 

  

別紙１に掲げる方法による標本抽出は、令和二年七月一日から行う。 

 

なお、工事の完了予定期日が令和二年十二月三十一日以前である建築物に係る標本

抽出については、別紙２に掲げる補正調査の標本抽出方法により行う。 
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（別紙１）建築工事費調査の標本抽出方法 

 

建築物着工統計調査により報告される建築物（※）を工事費予定額別に分類し、建

築工事届に係る建築物から次の条件に基づき抽出 

・工事費予定額 20 億円以上の建築物については全数調査 

・工事費予定額 20 億円未満の建築物については、構造別（木造／非木造）、工事費予

定額階級別（しきい値１億円の２区分）に分類し、各層ごとに無作為抽出 

 

（※）建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十五条第一項の規定による建築

物を建築しようとする旨の届出（以下「建築工事届」という。）に係る建築物 

 

 【抽出率の設定方法】 

全数抽出層以外の建築物について、工事費予定額によるネイマン配分により抽

出率を設定 

なお、都道府県知事は、上記の方法により国土交通大臣が抽出した建築物につ

いて、当該建築物の建築工事届の写しを国土交通大臣に送付する。 
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（別紙２）補正調査の標本抽出方法 

 

（一）補正調査は別表－１に掲げる市区において実施する。 

（二）補正調査の対象となる建築物は、別表―２の抽出率によって抽出された建築

物とする。 
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別表－１
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別表－２
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建築動態統計調査規則施行要領 

 

一　一般的事項 

 

（一）　建築動態統計調査の実施に関する都道府県の事務は、統計法（平成１９年法律第

５３号）、統計法施行令（平成２０年政令第３３４号）、建築基準法（昭和２５年法

律第２０１号）、及び建築動態統計調査規則（昭和２５年建設省令第４４号、以下「規

則」という。）によるほか、本要領によるものとする。 

（二）　建築動態統計調査は、建築着工統計調査と建築物滅失統計調査からなっており、

 　　　これらの種類、内容及び規則との対応関係は別表－１のとおりである。

（三）　調査又は報告は、１０㎡を超えるすべての建築の工事、除却の工事又は災害によ

 　　　って滅失及び損壊した建築物について行う。

（四）　調査票は、着工予定期日、除却予定期日又は災害のあった日が属する月分を当該

 　　　月分として作成する。

（五）　調査票は、国土交通省総合政策局情報政策課建設経済統計調査室建築統計係に送

付又は携行する。 

（六）　調査票を郵送又は携行するときは、必ず様式－１の送付目録を添えて紛失脱漏の

 　　　ないように注意すること。

（七）　調査に必要な事項は次に定めるもののほか、別添の「建築動態統計調査票記入要

 　　　領」による。

 

二　建築着工統計調査 

 

（一）　 建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査（以下「建築着工統計調査」という。）

 　　　の調査票の作成は、建築工事届から必要事項を転記することによって行う。

 （二）　建築工事届の受理にあたっては次の点に留意すること。

 　　　　１　建築工事届を受理したときに一連の受理番号を付す。

 　　　　２　建築工事費予定額等調査事項の記入漏れのないよう指導する。

（三）　建築着工統計調査票は建築物着工統計欄と住宅着工統計欄に分かれており、これ

 　　　の記入は次のように行う。

    　　１　建築工事届に記載のある建築物の１棟につき建築物着工統計欄の１行に記入

 　　　　　する。

    　　２　１の建築物に住宅の全部又は一部が含まれる場合は、住宅着工統計欄にも記

 　　　　　入する。

　　　　３　２の場合で１棟の中に利用関係が異なる住宅があるときは、利用関係ごとに

 　　　　　１欄づつ記入する。
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三　建築工事費調査 

 

（一）　国土交通省（委託を受けた民間事業者含む）は、調査対象建築物（工事費予定額

20億円未満）の抽出を行い、当該建築物の情報を都道府県に伝達する。 

（二）　都道府県は、工事費予定額20億円以上の建築物及び（一）で示された建築物に係

る建築工事届の写しを国土交通省へ送付する。（統計法第30条第１項に基づく協力要

請） 

（三）　当該建築工事届の写しを基に国土交通省が工事施工者に調査を実施する。 

 

四　建築物滅失統計調査 

 

（一）　建築物除却統計調査票の作成は、建築基準法第１５条第１項の規定による建築物

 　　　除却届又は建築工事届から必要事項を転記することによって行う。

（二）　建築物災害統計調査票の作成は、建築基準法第１５条第３項の規定による建築物

 　　　災害報告書から必要事項を転記することによって行う。
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 別表－１
 

 建　築　動　態　統　計　調　査
 

     
  　  都　道　府　県　知　事  提　出　期　日 　　　　国　　　土　　　交　　　通　　　大　　　臣   

 １．建築着工統計調査   

      （通知第一号の二様式）   （基幹統計）
                                 月　 　報   
     建築物着工統計調査 建 築 工 事 届 　　 建築物着工統計調査票作成 　　 翌月１３日 　　 中 央 集 計   
    公　　表 年　 　報   
     住宅着工統計調査 住宅着工統計調査票作成 翌月１３日 （機械集計）   
                             建 築 基 準 法                                報　 　告   
     建 築 工 事 費 調 査      第１５条第１項 ［規則第７条］ ［規則第７条］ ［規則第１１条］       ［規則第１１条］   
  ［規則第１２条］　　 　［規則第１２条］   
    
  工　事　施　工　者  提　出　期　日 　　　　国　　　土　　　交　　　通　　　大　　　臣   
    
   （規則別記第一号様式）   
    
  建 築 工 事 費 調 査 票 作 成 翌々月１３日 中 央 集 計   
    公　　表 年　 　報   
  ［規則第９条］ ［規則第９条］ （機械集計）   
    
  ［規則第１２条］       ［規則第１２条］   
    
  　  都　道　府　県　知　事 提　出　期　日 　　　　国　　　土　　　交　　　通　　　大　　　臣   

 ２．建築物滅失統計調査   
   （通知第二号の二、第三号様式）   
    
     建築物除却統計調査 建 築 物 除 却 届 建築物除却統計調査票作成 翌月１３日 中 央 集 計         月　 　報   
    公　　表     
     建築物災害統計調査 建築物災害報告書 建築物災害統計調査票作成 翌月１３日 （機械集計）         年　 　報   
    
                                                ［規則第２１条］ ［規則第２１条］ ［規則第２３条］       ［規則第２３条］   
                             建築基準法第１５条     
                             第１項及び第３項     
                                                

                                               

 
               （注）「規則」とは、建築動態統計調査規則をいう。「通知」とは、国土交通大臣が定める調査票について（令和６年１０月１日国総情建第７１号）をいう。
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 様式－１

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　　　　　号

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

 

 

 　　国土交通省総合政策局

 　　　情報政策課建設経済統計調査室長　あて

 

 

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都　道　府　県　　　部長   
 

 

 

 建築動態統計調査規則に基づく報告について

 

 

 

 　　標記について、　　　　年　　月分を下記のとおり提出いたします。

 

 

 記

 

 

 　　　　　　　　一、建 築 着工 統計 調査 票　　　　　　　　枚

 

 　　　　　　　　一、建築物除却統計調査票　　　　　　　　枚

 

 　　　　　　　　一、建築物災害統計調査票　　　　　　　　枚
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調査計画 

１ 調査の名称 

  建築着工統計調査 

２ 調査の目的 

全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とす

る。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 □企業・法人・団体 □地方公共団体 ■その他） 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第15条第１項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出（以下

「建築工事届」という。）に係る建築物 

   

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 ：約54万（令和４年度計） 

③建築工事費調査票 ：約10,000（母集団の大きさ：約54万（令和４年度計）） 

  

（２）報告者の選定方法（■全数 ■無作為抽出（■全数階層あり） □有意抽出） 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 

建築工事届に係る建築物の情報 

③建築工事費調査票 

①の建築物を工事費予定額別に分類し、建築工事届に係る建築物から次の条件に基づき抽出 

・工事費予定額20億円以上の建築物については全数調査 

・工事費予定額20億円未満の建築物については、構造別（木造／非木造）、工事費予定額階級別（し

きい値１億円の２区分）に分類し、各層ごとに無作為抽出 

 【抽出率の設定方法】 

全数抽出層以外の建築物について、工事費予定額によるネイマン配分により抽出率を設定 

なお、都道府県知事は、上記の方法により国土交通大臣が抽出した建築物について、当該建築物の

建築工事届の写しを国土交通大臣に送付する。 

 

（３）報告義務者 
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①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 ：建築工事届を提出する建築主 

③建築工事費調査票 ：４（２）に掲げる方法により抽出した建築物の工事施工者 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は調査票を参照） 

①建築物着工統計調査票

（１）着工予定期日 

（２）工事の予定期間 

（３）敷地の位置 

（４）建築主 

（５）工事種別 

（６）構造 

（７）建築物の用途 

（８）建築物の数 

（９）新築の場合における階数（地上の階数、地下の階数の別） 

（１０）新築工事の場合における敷地面積 

（１１）床面積の合計 

（１２）工事費予定額  

〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

②住宅着工統計調査票 

（１）着工予定期日 

（２）工事の予定期間 

（３）敷地の位置 

（４）工事別（新設、その他の別） 

（５）住宅の構造（木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロック

造、その他の別） 

（６）住宅の建築工法（在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別） 

（７）住宅の種類（専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別） 

（８）建て方（一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別） 

（９）利用関係（持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別） 

（１０）住宅の戸数 

（１１）住宅の床面積の合計 

（１２）新設住宅の資金（民間資金住宅、公営住宅、住宅金融支援機構住宅、都市再生機構住宅） 
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（１３）建築を伴う除却住宅戸数 

（１４）建築を伴う除却住宅の利用関係（持家、貸家、給与住宅の別） 

 〔集計しない事項の有無〕 ■無 □有 

③建築工事費調査票 

（１）工事の変更 

（２）着工日 

（３）工事の完了日 

（４）実施床面積 

（５）工事実施額 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

 ・「着工日」及び「工事の完了日」については、工事の完了予定期日と完了時期のずれを把握し、これ

を基に工事の進捗パターンの変化を機動的に捉え、建設工事進捗率調査の実施時期の参考とするため

把握するものであり、集計は行わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 

都道府県知事が建築工事届を受理した日（建築基準法第６条第１項又は第18条第２項の規定により確認を

受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第６条第４項若しくは第６条の２第10項又は第

18条第３項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付した日） 

③建築工事費調査票 

建築物の工事が完了した日 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 

国土交通省 － 都道府県 － 報告者 

③建築工事費調査票 

配布：国土交通省 － 民間事業者 － 報告者 

取集：報告者 － 国土交通省 

    

（２）調査方法 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 

  □郵送調査  □オンライン調査（□政府統計共同利用システム □独自のシステム □電子メール）  
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□調査員調査 ■その他（都道府県調査） 

〔調査方法の概要〕 

都道府県は、報告者から提出された建築工事届に基づき建築物着工統計調査票及び住宅着工統計調

査票を作成する。都道府県は、当該調査票を審査し、国土交通大臣にオンラインシステム又は電子メ

ールにより提出する。なお、オンラインシステムの利用に際しては、ＩＤ・パスワードによる利用者

認証機能を設けるとともに、電子メールの送受信に当たっては、調査票情報が保存されているファイ

ルに対して、都道府県ごとに異なるパスワードを設定したセキュリティ対策を講じることとする。   

 

③建築工事費調査票 

  □郵送調査  ■オンライン調査（□政府統計共同利用システム ■独自のシステム ■電子メール）  

□調査員調査 □その他（     ） 

〔調査方法の概要〕 

国土交通省が委託する民間事業者は、報告者にオンライン調査回答用のＱＲコードを配布する。 

      国土交通省は、オンラインシステムを用意するとともに、ホームページ上に電子調査票を用意し、報

告者は、いずれかに入力又は記入し、オンラインシステム又は電子メールにより提出する。電子メール

の送受信に当たっては、調査票情報が保存されているファイルに対して、報告者ごとに異なるパスワー

ドを設定したセキュリティ対策を講じることとする。 

 

    【民間事業者の業務委託の内容】 

配布、回収、督促等 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 

 □１回限り ■毎月 □四半期 □１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

③建築工事費調査票 

 □１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 

調査票の提出期限は、調査対象月の翌月の13日 
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③建築工事費調査票 

調査票の提出期限は、調査対象月の翌々月の13日（調査対象月が着工予定期日の属する月から３か月以

内の建築物については、調査対象月の４か月後の末日） 

なお、調査周期は１年であるが、報告者負担の平準化の観点から、毎月報告を求めるものとする。 

８ 集計事項 

別添「集計事項一覧」を参照。 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物  □閲覧） 

（２）公表の期日 

①建築物着工統計調査票及び②住宅着工統計調査票 ：調査実施月の翌月末日 

年計については、調査年の翌年２月、年度計については、調査年度の翌年度４月 

③建築工事費調査票 ：調査実施年の翌年９月末日 

    

10 使用する統計基準等 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（                  ）  

■使用しない 

本調査は、建築工事届に係る建築物を対象とした調査であり、調査対象の範囲の画定及び集計結果の表示に、

統計基準を用いる余地がないことから、いずれの統計基準も使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

保存期間 ：記入済み調査票は２年、調査票の内容を記録した電磁的記録は永年 

  保存責任者 ：国土交通大臣 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

統計法（平成19年法律第53号）第15条第１項の規定に基づく立入検査等の対象とすることができる事項は、

５（１）に掲げる報告を求める事項とする。 
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集計事項

⑴建築物着工統計調査

集計事項

（■は年次及び年度次のみ集計）
全国計表

都道府県別

計表
市部計表 郡部計表

都道府県別

市部計表

東京都特別

区部及び政

令指定市別

表

都道府県別

郡部計表

市区町村別

表

（１）着工建築物用途別、建築主別（建築物の数、床面積の

合計、工事費予定額）
● ● ● ●

（２）着工建築物建築主別、構造別（建築物の数、床面積の

合計、工事費予定額）
●

（３）着工建築物用途別、構造別（建築物の数、床面積の合

計、工事費予定額）
● ● ● ●

（４）着工建築物用途別（大分類）、地上の階数別、構造別

（新築工事）（建築物の数、床面積の合計、敷地面積）
● ● ● ● ■

（５）着工建築物都道府県別、建築主別（建築物の数、床面

積の合計、工事費予定額）
●

（６）着工建築物都道府県・市区町村別、構造別（建築物の

数（市区町村別表については年次及び年度次のみ集計）、床

面積の合計、工事費予定額（市区町村別表を除く））

● ● ● ●

（７）着工建築物都道府県・市区町村別、用途別（大分類）

（建築物の数（市区町村別表については年次及び年度次のみ

集計）、床面積の合計、工事費予定額（市区町村別表を除

く））

● ● ● ●

（８）着工建築物構造別（鉄筋コンクリート造）、用途別、

規模別（建築物の数、床面積の合計）
● ● ●

（９）着工建築物構造別（鉄骨鉄筋コンクリート造）、用途

別、規模別（建築物の数、床面積の合計）
● ● ●

（１０）着工建築物構造別、工事期間別、規模別（建築物の

数、床面積の合計）
■ ■ ■

（１１）着工建築物用途別、工事種別（工事件数、建築物の

数、床面積の合計、工事費予定額）
● ● ● ●

（１２）着工建築物用途別（大分類）、敷地面積規模別（新

築工事）（工事件数、建築物の数、敷地面積）
■ ■ ■ ■ ■

（１３）着工建築物用途別（大分類）、構造別、敷地利用率

別（床面積の合計／敷地面積）（新築工事）（工事件数、床

面積の合計、敷地面積）

■ ■ ■ ■

（１４）着工建築物構造別（鉄骨造）、用途別、規模別（建

築物の数、床面積の合計）
● ● ●

（１５）着工多用途建築物用途別、構造別（建築物の数、床

面積の合計、工事費予定額）
● ● ●

（１６）着工多用途建築物用途別（大分類）、地上の階数

別、構造別（新築工事）（建築物の数、床面積の合計、敷地

面積）

● ● ● ● ■

（１７）着工建築物用途別、会社資本規模別（建築物の数、

床面積の合計、工事費予定額）
●

（１８）着工建築物都市計画別、用途別（大分類）、建築主

別（建築物の数、床面積の合計、工事費予定額）
● ●

（１９）着工建築物用途別、地下の階数別（地下を有する新

築工事）（建築物の数、床面積の合計、工事費予定額、敷地

面積）

● ●
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⑵住宅着工統計調査

集計事項

（■は年次及び年度次のみ集計）
全国計表

都道府県別

計表
市部計表 郡部計表

都道府県別

市部計表

東京都特別

区部及び政

令指定市別

表

都道府県別

郡部計表

市区町村別

表
都市別表

（１）着工住宅工事別、利用関係別、構造別（戸数・件数、

床面積の合計）
●

（２）着工新設住宅資金別、利用関係別、建築主別（戸数、

床面積の合計）
● ● ●

（３）着工新設住宅利用関係別、構造別、住宅の種類別（戸

数、床面積の合計）
●

（４）着工住宅工事別、利用関係別、住宅の種類別、建て方

別（戸数・件数、床面積の合計）
● ● ● ●

（５）着工住宅工事別、工事種別、利用関係別（戸数・件

数、床面積の合計）
● ● ● ● ● ●

（６）着工住宅都道府県別、工事別、利用関係別（戸数・件

数、床面積の合計）
● ● ● ●

（７）着工住宅都道府県別、工事別、住宅の種類別、建て方

別（戸数・件数、床面積の合計）
● ● ● ●

（８）着工新設住宅利用関係別、資金別、建て方別（戸数、

床面積の合計）
● ● ● ● ●

（９）着工新設住宅利用関係別、構造別、建て方別（戸数、

床面積の合計）
● ● ● ● ●

（１０）着工新設住宅利用関係別、規模別、住宅の種類別、

建て方別（戸数）
● ● ● ● ● ● ●

（１１）着工新設住宅規模別、資金別、利用関係別、構造別

（戸数、床面積の合計）
■ ■ ●

（１２）着工新設住宅利用関係別、建築を伴う除却住宅の利

用関係別（建築により除却住宅を伴う新設住宅着工戸数、建

築を伴う除却住宅戸数）

■ ■

（１３）プレハブ着工住宅種類別、工事別、建て方別（戸

数・件数、床面積の合計）
● ● ● ●

（１４）プレハブ着工新設住宅利用関係別、資金別（戸数、

床面積の合計）
● ● ● ● ●

（１５）プレハブ着工新設住宅利用関係別、構造別、建て方

別（戸数、床面積の合計）
● ● ● ● ●

（１６）着工新設住宅利用関係別、建築主別、建て方別（住

宅の工事費）（戸数、床面積の合計、工事費予定額、１戸あ

たり工事費予定額、１㎡あたり工事費予定額）

● ● ●

（１７）着工新設住宅利用関係別、資金別、建て方別（住宅

の工事費）（戸数、床面積の合計、工事費予定額、１戸あた

り工事費予定額、１㎡あたり工事費予定額）

● ● ● ●

（１８）着工新設住宅利用関係別、構造別、建て方別（住宅

の工事費）（戸数、床面積の合計、工事費予定額、１戸あた

り工事費予定額、１㎡あたり工事費予定額）

● ● ●

（１９）プレハブ着工新設住宅利用関係別、資金別（住宅の

工事費）（戸数、床面積の合計、工事費予定額、１戸あたり

工事費予定額、１㎡あたり工事費予定額）

● ● ● ●

（２０）プレハブ着工新設住宅利用関係別、構造別、建て方

別（住宅の工事費）（戸数、床面積の合計、工事費予定額、

１戸あたり工事費予定額、１㎡あたり工事費予定額）

● ● ● ●

（２１）着工新設住宅都市計画別、利用関係別、建築主別、

建て方別（戸数、床面積の合計、敷地の面積）
● ●

（２２）ツーバイフォー着工住宅種類別、工事別、建て方別

（戸数・件数、床面積の合計）
● ● ● ●

（２３）ツーバイフォー着工新設住宅利用関係別、資金別

（戸数、床面積の合計）
● ● ● ● ●

（２４）ツーバイフォー着工新設住宅利用関係別、構造別

（木造）、建て方別（戸数、床面積の合計）
● ● ● ● ●

（２５）ツーバイフォー着工新設住宅利用関係別、資金別

（住宅の工事費）（戸数、床面積の合計、工事費予定額、１

戸あたり工事費予定額、１㎡あたり工事費予定額）

● ● ● ●

（２６）ツーバイフォー着工新設住宅利用関係別、構造別

（木造）、建て方別（住宅の工事費）（戸数、床面積の合

計、工事費予定額、１戸あたり工事費予定額、１㎡あたり工

事費予定額）

● ● ● ●
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(3) 建築工事費調査

集計事項 構造別（木造・非木造） 工事費予定額階級別

（１）工事実施床面積 ○ ○

（２）工事実施額 ○ ○

・ 構造別（木造、非木造）及び工事費予定額階級別（１億円未満、１億円以上20億円未満、20億円以上）に集計
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建築物滅失統計調査要綱 

 

平成２０年１１月２６日 

改正 令和 ６年 １２月 ２５日  

 

一 目的、区分、事項、範囲、期日及び方法 

（一）目  的 

建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的

とする。 

（二）区  分 

１ 建築物除却統計調査（毎月間） 

２ 建築物災害統計調査（毎月間） 

（三）事  項 

１ 建築物除却統計調査 

（１）除却予定期日 

（２）除却場所 

（３）構造 

（４）建築物の用途 

（５）住宅の戸数 

（６）建築物の数 

（７）床面積の合計 

（８）建築物の評価額 

（９）除却原因 

２ 建築物災害統計調査 

（１）被災市区町村名 

（２）災害種別（火災、風水災、震災、その他の別） 

（３）被害区分（全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別） 

（４）建築物の数 

（５）住宅の戸数 

（６）床面積の合計 

（７）構造 

（８）建築物の用途 

（９）火災件数 

（１０）建築物の損害見積額 

（四）範  囲 

１ 建築物除却統計調査は、建築基準法第１５条第１項の規定による建築物を除却し

ようとする旨の届出（以下「除却の届出」という。）に係る建築物について行う。 

２ 建築物災害統計調査は、建築基準法第１５条第３項の規定による災害による滅失

又は損壊の報告（以下「災害報告」という。）に係る建築物について行う。 
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（五）期  日 

１ 建築物除却統計調査は、除却の届出を受理したときに行う。 

２ 建築物災害統計調査は、災害報告を受けたときに行う。 

（六）方  法 

１ 建築物除却統計調査 

（１）都道府県知事は、除却の届出を受理したときに、建築物除却統計調査票（その

作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては

認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下同じ。）の作成がされている場合における当

該電磁的記録を含む。以下同じ。）を作成する。 

（２）都道府県知事は、除却の届出に基づいて、建築物除却統計調査票を作成し、毎

月分について翌月１３日までに到達するよう国土交通大臣に送付する。 

２ 建築物災害統計調査 

（１）都道府県知事は、災害報告を受けたときに、建築物災害統計調査票（その作成

に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以

下同じ。）を作成する。 

（２）都道府県知事は、災害報告に基づいて、建築物災害統計調査票を作成し、毎月

分について翌月１３日までに到達するよう国土交通大臣に送付する。 

３ 調査票の様式及び送付の方法については、国土交通大臣が定めるところによる。 

二 集計事項及び集計方法 

（一）集計事項 

１ 建築物除却統計調査 

（１）除却建築物都道府県別、構造別、用途別（総数、非居住）（建築物の数、床面

積、評価額） 

（２）除却建築物都道府県別、構造別、用途別（居住）、除却原因別（戸数、建築物

の数、床面積、評価額） 

（１）及び（２）については都道府県別計表、都道府県別市部計表、都道府県

別郡部計表、都市別計表を作成する。 

２ 建築物災害統計調査 

（１）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（計）（火災件数） 

（２）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（計）建築物の用途別（建築物の損害

見積額） 

（３）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（計）建築物の用途別（総数、その他）、

被害区分別（棟数、床面積） 

（４）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（計）建築物の用途別（居住）、被害

区分別（棟数、床面積、戸数） 

（５）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（木造）（火災件数） 

（６）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（木造）建築物の用途別（建築物の損

害見積額） 

（７）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（木造）建築物の用途別（総数、その
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他）、被害区分別（棟数、床面積） 

（８）災害建築物都道府県別、災害別、構造別（木造）建築物の用途別（居住）、被

害区分別（棟数、床面積、戸数） 

（１）、（２）、（３）および（４）については都道府県別計表、都道府県別

市部計表、都道府県別郡部計表、（５）、（６）、（７）及び（８）について

は都市別計表を作成する。 

（二）集計方法 

１ 建築物除却統計調査及び建築物災害統計調査については、中央集計とし、機械集

計による。 

２ 国土交通大臣は、国の独立行政法人に委託する場合のほか、建築物除却統計調査

及び建築物災害統計調査については、電子計算機への入力作業及び集計を他の者に

委託することができる。 

３ 国土交通大臣は、電子計算機への入力作業又は集計を他の者に委託する場合にお

いては、受託者に秘密を厳守させるために次の措置を採るものとする。 

（１）契約書には秘密保持に関する規定を設けること。 

（２）受託者からの誓約書の徴収その他調査等の秘密保持のための必要と認める措

置を採ること。 

三 結果の公表の方法及び期日 

（一）国土交通大臣は、二（一）の集計結果を翌々月末日までに公表する。 

（二）国土交通大臣は、二（一）の集計に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成し

て翌年９月末日までに公表する。 

四 関係書類の保存責任者及び保存期間 

（一）保存責任者 

国土交通大臣 

（二）保存期間 

１ 調査票               ２年 

２ 集計結果及び年次建築動態統計表   ２年 

３ 電磁的記録で作成した１及び２    永年 
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建築動態統計調査票記入要領 

 

 

一 建築着工統計調査票 

 

（一）一般的注意事項 

１．建築物着工統計欄は、建築工事届から建築物（棟）ごとに記入し、その建築物 

（棟）が住宅又は住宅を含む場合は、住宅着工統計欄にも併せて記入する。な

お、１棟中に利用関係の異なる住宅がある場合は利用関係ごとに記入する。（小

番号参照） 

２．１０㎡と記載されている建築工事届の提出があった場合には、１０㎡を超えて

いると解釈し、１０㎡と記入して構わない。 

３．調査事項で記入のない欄については空欄とし、記載しないこと。 

 

（二）各欄の記入上の注意 

１．着工年月等欄 

（１）「着工予定期日」着工予定年月を記入する。 

（２）「作成者氏名」本票を作成した者の氏名を記入する。 

 

２．建築物着工統計欄 

（１）市区町村 

総務省政策統括官（統計基準担当）において定める、統計に用いる「標準地

域コード」から該当する都道府県市区町村番号を記入する。 

① 新設の市については、最終番号の次に連続するものとする。 

② 市町村合併等により消滅した市町村については、欠番として処理するこ

と。 

（２）市区町村内一連番号 

市区町村ごとに一連番号を記入する。 

（３）棟区分 

① １件の建築工事届について１棟のみの記載の場合は空欄とする。 

② １件の建築工事届について２棟以上の記載があるときは、棟の数に対応さ

せた一連番号を記入する。なお、その中の１棟の中に利用関係の異なる住宅

があるときの、一連番号は同一番号となる。 

③ １件の建築工事届について１０棟以上の記載があるときも、１０棟目以降

の一連番号はそのまま記入する。 
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（例－１） １件の建築工事届に 120 ㎡の住宅と 15 ㎡の物置の２棟の記載が

ある場合。 

 

（４）小番号 

① １棟の中に利用関係の異なる住宅が有るときのみ記入が必要となる。 

② １棟の中に利用関係の異なる住宅があるときは、住宅着工統計欄には利用

関係ごとに記入し、小番号欄に一連番号を記入する。この場合「（５)建築主

の種別」～「(21)建て方」については、下の行へは記入する必要はない。 

 

 （例－２）  550 ㎡の住宅１棟 10 戸を新築し、建築主がその内の１戸に居住

し、残り９戸を貸家とする場合。 

 

（５）建築主の種別 

      建築主は、建築工事届「（第二面) ２．建築主 イ．建築主の種別」から次の

分類により、該当する番号を記入する。 

番 号 建 築 主      説             明 

１ 

２ 

 

３ 

国 

都 道 府 県

 

市 区 町 村

国及び独立行政法人等 

都道府県及び関係機関（地方独立行政法人、住宅供給

公社、道路公社等） 

市区町村及び関係機関（地方独立行政法人、住宅供給
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４ 

 

５ 

 

 

６ 

 

会   社

 

会社でない

団   体

 

個   人

公社、市区町村組合等) 

株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社並びに特

別の法律に基づいて設立された法人で会社であるもの

会社でない法人（森林組合、財団・社団法人、水害予

防組合等）及び法人でない団体（学校後援会、防犯協

会、その他法律によらない団体） 

個人及び個人事業主 

（６）資本の額又は出資の総額 

建築主が「４．会社」の場合のみ該当し、記入を要する。 

会社の資本金等は、建築工事届「(第２面) ２．建築主 ロ．資本の額又は出

資の総額」から次の分類により該当する番号を記入する。 

１．1,000 万円以下 

２．1,000 万円超～3,000 万円以下 

３．3,000 万円超～１億円以下 

４．１億円超～10 億円以下 

５．10 億円超 

（７）敷地の位置（都市計画） 

都市計画は、建築工事届「(第二面)３．敷地の位置 ロ．都市計画」から次

の分類により該当する番号を記入する。 

１．市街化区域 

２．市街化調整区域 

３．区域区分非設定都市計画区域 

４．準都市計画区域 

５．都市計画区域及び準都市計画区域外 

（８）工事種別 

工事種別は、建築工事届「(第二面)４．工事種別」から次の分類により該当

する番号を記入する。 

番 号 工事種別 説             明 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

 

 

新   築

 

増   築

 

改   築

 

 

 

既存の建築物のない新たな敷地に建築物を建てる工事を

いう。 

既存の建築物のある敷地内において床面積の合計が増加

する工事をいう。 

建築物の全部若しくは一部を除却し、又は建築物が災害

によって滅失した後、引き続いてこれらと用途、規模、

構造の著しく異ならない建築物を建てる工事をいう。従

前のものと著しく異なるときは、新築又は増築とする。 

① 使用材料の新旧は問わない。 
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② 同一敷地内の建築物移転又は修繕若しくは変更等の工事は、調査の対象か

ら除外される。 

③ 増築及び改築を併せて同時に行う場合は、それぞれの床面積の合計の中の

大きい方による。 

（９）建築物の用途（主要用途） 

建築物の主要用途は、建築工事届「(第二面)５．主要用途」から１棟ごと

に番号を記入する。 

（９―２）建築物の用途分類（用途区分） 

建築物の用途区分は、建築工事届「(第二面）６．一の建築物ごとの内容 ハ．

用途」から１棟ごとに番号を記入する。 

（10）多用途 

(注) 「多用途」建築物とは「建築物用途分類 第一章 第３項 建築物用途分類

の内容 １ 用途分類」に定める建築物の用途区分のうち３種類以上の用途に

供する建築物をいう。 

建築工事届「(第二面) ６．一の建築物ごとの内容 ハ．用途」欄中「多用途」

に「レ」マークが入っている場合のみ「１」と記入し、それ以外は空欄とする。 

（例－３） ６階建て 3,000 ㎡の建築物を次の３種類の用途（使途）に供する

目的で建築する場合 

１階     小売業用・日用品の販売を 

主たる目的とする店舗    1,250 ㎡ 

２階     小売業用・事務所       750 ㎡ 

３～６階   アパート                 1,000 ㎡ 

 

 

 

 

 

（11）工事部分の構造 

① 構造は、建築工事届「(第二面) ６．一の建築物ごとの内容 ニ．工事部分

の構造」から次の分類により該当する番号を記入する。 
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番号 構  造  説             明 

１ 

 

 

 

２ 

 

３ 

 

４ 

 

 

 

５ 

 

６ 

 

 

木    造

 

 

 

鉄骨鉄筋コン

クリート造 

鉄筋コンクリ

ート造 

鉄 骨 造

 

 

 

コンクリート

ブロック造 

そ の 他

 

 

Ｗ 

 

 

 

ＳＲＣ

 

ＲＣ 

 

Ｓ 

 

 

 

ＣＢ 

 

－ 

 

 

主要構造部（建築基準法第２条第５号の定義に

よる。以下同じ。）が木造のもの。（木造モル

タル塗、土蔵造を含む。）また、枠組壁工法は

木造のみに限られる。 

主要構造部が鉄骨と鉄筋コンクリートを一体化

した構造。（ＣＦＴ構造も本分類に含む。） 

主要構造部が型わくの中に鉄筋を組みコンクリ

ートを打込んで一体化した構造。 

主要構造部が鋼材（炭素鋼若しくはステンレス

鋼）又は鋳鉄で造られたもの。（鉄骨を耐火被

覆してあるもの、軽量鉄骨造も本分類に含む。

） 

鉄筋で補強されたコンクリートブロック造のも

の。（外壁ブロック造も本分類に含む。） 

石造、れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コ

ンクリートブロック造、その他、他の分類に該

当しない構造のもの。 

② 柱と梁の構造が異なる場合は、柱の構造で分類を選択する。 

③ 建築物の全部又はその部分が２種以上の構造からなるときは、床面積の合

計のうち、最も大きい部分を占める構造によって分類する。 

④ 建築工事届「（第三面） １．住宅部分の概要 ニ．住宅の建築工法」が「(2)

プレハブ工法」の場合、構造は次の３構造に限られる。  

１ 木 造    ２ 鉄筋コンクリート造    ３ 鉄骨造 

⑤ 建築工事届「（第三面）１．住宅部分の概要 ニ．住宅の建築工法」が「(3)

枠組壁工法」（ツーバイフォー）の場合、構造は「１．木造」に限られる。 

（12）工事の予定期間 

工事の予定期間は、建築工事届「(第二面)６．一の建築物ごとの内容 ホ．工

事の予定期間」から工事の予定期間を記入する。なお、１月に満たない短い工

期は全て１月とし、１５日以上の端数の有る場合も、繰り上げて１月とする。 

（13）工事部分の床面積の合計 

① 床面積の合計は建築工事届「(第二面) ６．一の建築物ごとの内容 ヘ．工

事部分の床面積の合計」から床面積を記入する。 

② 床面積の合計とは、建築基準法施行令第２条第１項第３号の定義によるも

のの合計をいう。 

③ 記入にあたっては、平方メートル単位とし、単位未満を四捨五入して記入

する。なお、１０㎡と記載されている建築工事届の提出があった場合には、

- 46 -



     

１０㎡を超えていると解釈し、１０㎡と記入して構わない。 

（14）建築工事費予定額 

① 工事費予定額は、建築工事届「(第二面) ６．一の建築物ごとの内容 チ．

建築工事費予定額」から工事費予定額を記入する。 

② 建築工事に要する予定額であって主体工事費及び建築設備（定義 建築基

準法第２条第３号の定義によるもの）の工事費を合算したものである。 

③ 調査票への記入にあたっては万円単位で記入し、桁間違いに注意するこ

と。単位未満は四捨五入する。 

（15）新築工事の場合における階数 

① 新築工事の場合における階数は、建築工事届「(第二面)６．一の建築物ご

との内容 リ．新築工事の場合における地上の階数及びヌ．新築工事の場合に

おける地下の階数」から地上及び地下の階数を記入する。 

② 階数とは建築基準法施行令第２条第１項第８号の定義によるものをいう。 

③ 建築工事届「(第二面)４．工事種別」が「(1)新築」の場合における階数と

する。 

④ 地上の階数を地下の階数の欄に間違えて記入しないように注意する。 

（16）新築工事の場合における敷地面積 

① 新築の場合における敷地面積は、「(第二面)７．新築工事の場合における

敷地面積」から敷地面積を記入する。 

② 敷地面積とは、建築基準法施行令第２条第１項第１号の定義によるものを

いう。 

③ 調査の対象となるのは建築工事届「(第二面)４．工事種別」が「(1)新築」

の場合であって、１件の建築工事届ごとに記入する。ただし、１件の建築工

事届に複数棟の建築物の記載があるときは、最初に記入する建築物の欄に全

体の敷地面積を記入し、２棟目以降は記入を省略する。 

④ 記入にあたっては、平方メートル単位で記入し、単位未満は四捨五入する。 

 

（例－４） 同一敷地内に農家の母屋 120 ㎡、納屋 100 ㎡、畜舎 70 ㎡の３棟

を新築する場合。 
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３．住宅着工統計欄 

（17）新設又はその他の別 

工事別は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 ロ．新設又はその他

の別」から次の分類により該当する番号を記入する。 

番 号 工 事 別 説             明 

１ 

 

 

２ 

 

新   設

 

 

そ の 他

住宅（建築動態統計調査規則第２条第２項参照）の新築

（旧敷地以外の敷地への移転を含む。）、増築又は改築

によって住宅の戸が新たに造られる工事をいう。 

住宅の戸が新たに増加しない工事をいう。 

＊住宅の戸…(23)住宅の戸数②参照 

① 「(17)新設又はその他の別」が「２．その他」の場合は、「(23)住宅の戸

数」欄は空欄とする。 

② 住宅附属建築物の場合は、「(17)新設又はその他の別」が「２．その他」

であっても、「(8)工事種別」は「１．新築」の選択を可能とする。 

（18）新設住宅の資金 

① 新設住宅の資金は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 ハ．新設

住宅の資金」から次の分類により該当する番号を記入する。 

番 号
新設住宅の

資   金
説             明 

１ 

 

２ 

 

３ 

 

 

４ 

 

５ 

 

 

 

 

民 間 資 金

住   宅

公 営 住 宅

 

住宅金融支

援機構住宅

 

都 市 再 生

機 構 住 宅

そ  の  他

 

 

 

 

民間資金のみで建てた住宅で、公営、住宅金融支援機構

、都市再生機構、公務員及び公社等以外の住宅。 

公営住宅法に基づいて地方公共団体が国から補助を受け

て建てた住宅、及び住宅地区改良法により建てた住宅。 

住宅金融支援機構から融資を受けて建てた住宅。（融資

額の大小に関係なく一部でも住宅機構資金の融資を受け

て建てた場合を含む。） 

都市再生機構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅。 

 

国又は地方公共団体から補助又は融資を受けて建てた住

宅。国が国家公務員のため又は都道府県若しくは市区町

村等の地方公共団体がその地方公務員のために建てた住

宅。独立行政法人等がその職員のために建てた住宅等及

びその他の住宅。 

② 調査の対象となるのは、「(17)新設又はその他の別」が「１．新設」の場

合のみであって、「２．その他」の場合は記入せず、空欄としなければなら

ない。 
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（19）住宅の建築工法 

① 住宅の建築工法は、「(第三面) １．住宅部分の概要 ニ．住宅の建築工法」

から次の分類により該当する番号を記入する。 

番 号 建築工法 説             明 

１ 

２ 

 

 

３ 

在 来 工 法

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法

 

 

枠組壁工法

プレハブ工法及び枠組壁工法以外の工法をいう。 

住宅の主要構造部の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等

の部材を機械的方法で大量に工場生産し、現場において

これらの部材により組立建築を行うことをいう。 

ツーバイフォー工法住宅をいう。 

② プレハブ工法は次の３構造に限られる。 

イ 木質系プレハブ 

ロ 鉄筋コンクリート系プレハブ 

ハ 鉄骨系プレハブ 

③ 枠組壁工法の構造は木造に限られる。 

（20）住宅の種類 

住宅の種類は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 ホ．住宅の種類」

から次の分類により該当する番号を記入する。 

番 号 住宅の種類 説             明 

１ 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

専用住宅 

 

 

併用住宅 

 

 

 

その他の 

住  宅 

 

 

 

 

専ら居住の目的だけのために建築するもので、住宅内に

店舗、事務所、作業場等の業務の用に供する部分がない

もの。 

住宅内に店舗、事務所、工場及び作業場、診療所等の業

務の用に供する部分があって居住部分と機能的に結合し

て１戸をなしているもので、居住部分の床面積の合計が

建築物の床面積の合計の５分の１以上のもの。 

工場、学校、官公署、旅館、下宿、浴場、社寺等の建築

物に附属して、これらと結合（１つの建築物(棟)又は棟

続き）している住宅とする。ただし、併用住宅と判別し

難い場合はその居住部分の床面積の合計が、その建築物

の床面積の合計の５分の１未満のものをその他の住宅と

する。 

① 併用住宅の場合は、建築物用途分類（主要用途）は、１０～２４の番号を

記入する。 

② 併用住宅の建築主は個人が多いことから、住宅部分は持家となるケースが

多く、その他の住宅の建築主は個人以外が多いことから、住宅部分は貸家や

給与住宅となるケースが多い。 
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（例－５） 個人が専用住宅１棟 90 ㎡を新築する場合。 

 

 

（例－６） 個人が飲食サービス業用の店舗付の併用住宅１棟 150 ㎡（住宅部

分が 100 ㎡）を新築する場合。 

 

 

 

 

 

（例－７） 会社が５階建ての建築物(棟) 2,500 ㎡で、１階に日用品の販売を

主たる目的とする店舗（卸売業，小売業用）(500 ㎡)､２階以上を貸

家４０戸としたゲタバキ住宅を新築した場合。 

＊ゲタバキ住宅とは、(ア)居住産業併用建築物の中で業務部分と居

住部分の利用者が異なり、(イ)住宅の戸数は２戸以上、(ウ)共同

住宅で、(エ)利用関係は貸家、給与住宅、分譲住宅のいずれか、

(オ)業務部分と居住部分の機能を分離して考える建物をいう。 
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（例－８） １棟 900 ㎡の中に旅館（750 ㎡）と自分が住むための居住部分(150

㎡、その他の住宅）を新築した場合。 

 

 

 

 

 

 

（21）建て方 

建て方は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 ヘ．住宅の建て方」

から次の分類により該当する番号を記入する。 

番 号 建 て 方 説             明 

１ 

２ 

 

 

 

３ 

 

一 戸 建

長 屋 建

 

 

 

共 同 住 宅

一つの建物が１住宅であるもの。 

二つ以上の住宅を一棟に建て連ねたもので、各住宅が壁

を共通にし、それぞれ別々に外部への出入口を有してい

るもの。「テラスハウス」と呼ばれる住宅もここに含ま

れる。 

一つの建築物(１棟)内に２戸以上の住宅があって、広間

、廊下若しくは階段等の全部又は一部を共有するもの。 

（22）利用関係 

利用関係は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 ト．利用関係」か
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ら次の分類により該当する番号を記入する。 

番 号 利用関係 説             明 

１ 

２ 

３ 

 

４ 

持  家 

貸  家 

給与住宅 

 

分譲住宅 

建築主（個人）が自分で居住する目的で建築するもの。 

建築主が賃貸する目的で建築するもの。 

会社、官公署、学校等がその社員、職員、教員等を居住

させる目的で建築するもの。 

建て売り又は分譲の目的で建築するもの。 

（23）住宅の戸数 

① 住宅の戸数は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 チ．住宅の戸

数」から戸数を記入する。 

② 住宅の戸とは、家計を営む者が、独立して居住できるように設備された１

棟又は数棟の建築物、若しくは区画されたその一部をいう。 

③ １棟の中に利用関係の異なる住宅がある場合は、利用関係ごとに戸数をま

とめて各行に記入する。（例－２参照） 

④ 「(17)新設又はその他の別」が「２．その他」の場合は空欄とする。 

 

（24）工事部分の床面積の合計 

① 「(20)住宅の種類」が「１．専用住宅」の場合の「工事部分の床面積の合

計」は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 リ．工事部分の床面積

の合計」欄の床面積を記入する。 

② 「(20)住宅の種類」が「２．併用住宅」の場合の「工事部分の床面積の合

計」は、建築工事届「(第三面)１．住宅部分の概要 リ．工事部分の床面積の

合計」欄の床面積を記入する。 

ただし、「(20)住宅の種類」が「２．併用住宅」で居住部分と業務部分を

明確に区分することができない場合の「工事部分の床面積の合計」は、建築

物着工統計欄「(13)工事部分の床面積の合計」と同じとする。 

③ 「(20)住宅の種類」が「３．その他の住宅」の場合の「工事部分の床面積

の合計」は、建築工事届「(第三面) １．住宅部分の概要 リ．工事部分の床

面積の合計」から床面積を記入する。 

④ 居住産業併用建築物の場合において、ゲタバキ住宅の場合は居住部分のみ      

の床面積を記入し、住宅の種類は専用住宅とする。（例－７参照） 

⑤ ２棟以上が機能的に結合して併用住宅を構成する場合で、業務の用に供す      

る棟が別棟になっているときは、これを除く。 

⑥ 住宅附属建築物のように専用住宅に附属する物置、車庫等は住宅の一部と

して取扱うこととし、「(18)新設住宅の資金」及び「(23)住宅の戸数」以外

の各欄は、一般の住宅と同じように記入する。 

⑦ 記入にあたっては、平方メートル単位とし、単位未満は四捨五入する。 

(注) 床面積の記入については、(20)住宅の種類の記入例（例－５～例－８）

を参照。 
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（25）建築を伴う除却住宅の戸数 

① 建築を伴う除却住宅の戸数は、建築工事届「(第三面) ２．除却建築物の概

要 ホ．住宅の戸数」から戸数を記入する。 

② 建て替えのために、既存の住宅の全部あるいは一部を取り壊した場合の住

宅の戸数を記入する。 

③ 建築物着工統計の「(8)工事種別」が「３．改築」でかつ、この建築物が住

宅であるときは、必ず建築を伴う除却住宅の戸数欄に記入がある点に注意す

ること。 

（26）建築を伴う除却住宅の利用関係 

① 建築を伴う除却住宅の利用関係は、建築工事届「(第三面)２．除却建築物

の概要 ヘ．住宅の利用関係」から利用関係を記入する。 

② 記入もれに注意すること。 

（27）建築工事届受理番号 

① 建築工事届を受理したときに付した一連番号等を記入する。 

② この欄は、上の行と同一番号の場合は、番号の代わりに「〃」でも良いし、

ナンバーリング等を用いて記入しても差し支えない。 

 

４．その他（協力の要請） 

（１）２種類以上の用途分類（用途区分）及び用途ごとの工事部分の床面積 

   ２種類以上の用途分類（用途区分）及び２種類以上の用途ごとの工事部分の

床面積は、建築工事届「(第二面)６．一の建築物ごとの内容 ト．用途ごとの

工事部分の床面積」から、床面積が大きい順に用途区分及び床面積を記入する。 

（２）消費税 

   消費税は、建築工事届「(第二面)６．一の建築物ごとの内容 チ．建築工事

費予定額」欄中「消費税込み」に「レ」マークが入っている場合のみ「１」と

記入し、それ以外は空欄とする。 

（３）物件名 

   物件名は、建築工事届「(第二面)６．一の建築物ごとの内容 ロ．物件名」

から記入する。 

 

（三）調査票の整理・提出 

１．調査票の作成は、建築工事届の受理を締切った日以後にまとめて作成するのでは

なく、数日ごとに区切って作成するなど計画的に作業を行い、別途定める必着期限

までに提出できるようにすること。 

２．別記様式－１の建築着工統計調査票目録を添えて提出すること。 

３．調査票を国土交通省に送付後、大幅な追加があった場合は、早急に国土交通省に

連絡すること。 

 

- 53 -



     

二 建築物除却統計調査票 

 

（一）一般的注意事項 

１．建築物除却統計調査票は、建築基準法第 15 条第１項の規定による建築物除却届

及び建築工事届の（第三面）の２．除却建築物の概要欄（以下「建築物除却届等」

という。）から必要事項を転記して作成する。 

２．除却予定期日が当月分の建築物除却届等から市区郡ごとに建築物除却統計調査票

に記入する。 

３．１０㎡と記載されている建築物除却届等の提出があった場合には、１０㎡を超え

ていると解釈し、１０㎡と記入して構わない。 

 

（二）各欄の記入上の注意 

１．調査番号等の欄 

（１）調査番号    当月分について調査票ごとに都道府県内で一連番号を記入

する。 

（２）調査期日    本票の作成期月を記入する。 

（３）作成者氏名   本票を作成した者の氏名を記入する。 

２．調査事項欄 

（１）調査年・調査月 除却予定年月を記入する。 

（２）除却場所    都道府県及び市区郡名を記入する。コード番号は総務省政

策統括官（統計基準担当）において定める統計に用いる「標

準地域コード」から該当する番号を記入する。 

（３）建築物の用途  建築物の用途は、除却届「(第二面)４．主要用途」から番

号を記入する。分類にあたっては一敷地内の全建築物の総括

用とすること。 

 

（４）除却原因    除却原因については、該当する番号を記入する。 

番号 除却原因 説             明 

１ 

 

２ 

 

老朽して危険

があるため 

そ  の  他 

 

主要構造部が腐朽して構造上の耐力性を著しく欠いたた

め除却しようとする場合 

「１」以外の理由。例えば道路の拡幅工事等によって除

却しようとする場合 

 

（５）構 造     構造については、該当する番号を記入する。 

番号 構  造 説             明 

１ 

 

木    造

 

主要構造部が木造のもの（木造モルタル塗及び土蔵造を

含む。） 
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２ 

 

 

 

そ  の  他

 

 

 

「１」以外のもの（鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コン

クリート造、鉄骨造、コンクリートブロック造、石造、

れん瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロ

ック造等で木造以外のもの） 

（６）建築物の数   除却しようとする建築物の棟数を記入する。 

（７）住宅の戸数   除却しようとする建築物が居住専用建築物又は居住産業併

用建築物の場合は、除却しようとする住宅の戸数を記入する

（０の場合は、「０」と記入する）。 

ただし、一部が除却された場合で、残りの部分に世帯が居

住できる場合については戸数を「０」と記入する。 

（８）建築物の床面積の合計 

除却しようとする建築物の床面積の合計を平方メートル単

位（単位未満は四捨五入）で記入する。なお、１０㎡と記載

されている建築物除却届等の提出があった場合には、１０㎡

を超えていると解釈し、１０㎡と記入して構わない。 

（９）建築物の評価額 除却しようとする建築物の評価額の合計を万円単位（単位

未満は四捨五入）で記入する。 

調査票へ記入する時、桁違いに注意すること。 

 

（三）調査票の整理 

調査票は別記様式－２の建築物滅失統計調査の目録を添えて提出すること。 
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三 建築物災害統計調査票 

 

（一）一般的注意事項 

１．建築物災害統計調査票は、建築基準法第 15 条第３項の規定によって市区町村長

から都道府県知事になされる建築物災害報告書に基づいて作成する。 

２．本調査票は、被災市区郡別及び災害種別ごとに作成する。 

 

（二）各欄記入上の注意 

１．調査番号等の欄 

（１）調査番号    報告書の受理番号を記入する。 

（２）作成期日    本票の作成期日を記入する。 

（３）作成者氏名   本票を作成した者の氏名を記入する。 

２．調査事項欄 

（１）被災市区町村名 該当する都道府県名及び市区町村名を記入し、総務省政策

統括官（統計基準担当）において定める、統計に用いる「標

準地域コード」から該当する番号を記入する。 

（２）災害種別    災害種別については、次の分類により該当する区分を「○」

で囲むこと。 

番 号 災害種別 説             明 

１ 

２ 

 

３ 

 

 

火   災

風 水 災

 

震   災

そ の 他

自然火災を含む。 

風災又は水災をいう。（同一時に生じた風及び雨による

災害も本分類に入れる。） 

地震によって発生した火災は震災とする。 

前項以外の災害であって、爆発、自然腐朽、山崩れによ

るもの等を含む。 

（３）火災件数    発生した火災の件数を記入する。 

（４）被害区分    被害区分については次の分類により該当する区分を「○」

で囲むこと。 

被害区分 被 害 程 度 被害の割合(％) 

・全  焼

・全  壊

・全 流 失

大部分焼失、倒壊、又は流失して復

旧しにくいもの 

 

主要構造部について 

１００～５０ 

 

・半  壊

・半  焼

・半 流 失

一部分焼失、倒壊若しくは流失し、

又は被害が甚だしいが、大修繕によ

って復旧するもの 

 

主要構造部について 

５０～２０   

※被害の割合が２０％未満

（部分焼等）の場合にも、
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１０㎡を超える場合、当該

被害区分欄に記入。 

 ＊ この表において、被害の割合は、建築物の時価又は建築費等金額を  

  基本として見積もった割合をいうものとする。 

（５）建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計 

該当する建築物の数(棟数)、住宅の戸数及び床面積の合計

を記入する。「7．建築物の用途」が「居住」で住宅（附属建

築物は含まない。）の場合は、建築物の棟数と下段の住宅の

戸数を併記する。床面積の合計は平方メートル単位（単位未

満は四捨五入）で記入する。なお、１０㎡と記載されている

建築物災害報告書の提出があった場合には、１０㎡を超えて

いると解釈し、１０㎡と記入して構わない。 

（６）構 造     構造については、次の分類による。 

番 号 構   造 説             明 

１ 

 

２ 

 

 

 

木   造

 

そ の 他

 

 

 

主要構造部が木造のもの（木造モルタル塗、土蔵造を含

む。） 

１以外のもの（鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリ

ート造、鉄骨造、コンクリートブロック造、石造、れん

瓦造、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック

造等で木造以外のもの） 

（７）建築物の用途  用途については、「建築物用途分類」を集約した次の分類             

による。 

番 号 用   途 説             明 

１ 

 

２ 

居   住

 

そ の 他

用途分類（主要用途）が01、02又は10から24までに該当

するもの 

１以外の建築物 

（８）建築物の損害見積額  

被害建築物の全部又はその一部について被災時の時価で見

積もった金額を記入する。ただし、見積困難な場合は、被害

部分を従前どおり復元するのに要する建築費を損害見積額と

する。 

記入にあたっては、万円単位（単位未満は四捨五入）で記

入し、桁間違いに注意する。 

 

（三）建築物災害報告書の作成について 

１．建築物災害報告書の作成については、各欄記入上の注意の要領により市区町村    

を指導すること。 
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２．報告書は災害種別ごとに１枚作成する。ただし、区がある市（特別区でない区    

のある市を含む。）においては、区ごとに作成報告するように指導する。 

 

（四）調査票の整理 

調査票は別記様式－２の建築物滅失統計調査の目録を添えて提出すること。 
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別記様式－１

都道府県名 担当課室名 　　　　　年　　　月　　分

市区町村別調査票枚数・データ件数

市区町村
コード

市区町村名 調査票枚数 データ件数
市区町村

コード
市区町村名 調査票枚数 データ件数

市区町村
コード

市区町村名 調査票枚数 データ件数

※調査票を送付する場合は、枚数とデータ件数を記入する。電磁的記録を送付する場合はデータ件数を記入する。
※報告する調査票またはデータのない市区町村は、「調査票枚数」または「データ件数」に０を記入する。

建 築 着 工 統 計 調 査 票 目 録

総　計
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 別記様式－２

 

 

 建築物滅失統計調査票目録

 

 　　　　　　年　　　月　分　　

 

 都道　　　　　　　　　　課　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　府県

   
  調　査　票　枚　数 調　査　票　枚　数   

 　市区郡名 　市区郡名

 除　　却 災　　害 除　　却 災　　害   
   
 　合　　計   
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建築動態統計調査に関する解釈 

 

   項     目           解         釈 

 

一 一般的事項 

 

（一） 建築着工統計調査票

の取扱いについては、

秘密を守らなければな

らない理由 

 

 

 

 

 

（二） 統計法に基づく報告

の義務、立入検査等及

び罰則について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築着工統計調査票は、建築基準法第15条第１項に基

づき建築主から届けられた「建築工事届」から必要事項

を転記する方法により作成されます。建築着工統計調査

は、統計法（平成１９年法律第５３号）に基づき「基幹

統計」として指定され、調査事項が承認されているので

、当然のことながら統計法第３条、第４１条、第４３条

（守秘義務）の適用を受けることになります。なお、調

査票に記入された調査事項に関して知り得た秘密を漏ら

した場合は、罰則の適用があります。 

建築着工統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査で

あり、都道府県知事は報告する義務を負っているととも

に、調査対象者はこれを拒み、又は虚偽の報告をしては

なりません（統計法第１３条）。また、国土交通大臣は

、正確な報告を求めるため必要があると認めるときは、

その報告に関し資料の提出を求め、又は必要な場所に立

ち入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させることができます（統計法第１５条

）。 

なお、これらに違反し、報告を拒み、虚偽の報告等を

行った場合、又は検査や質問を拒んだ場合には、罰則が

課されます（統計法第６１条）。 

 

二 建築工事届（建築基準法施行規則第８条の別記第四十号様式）の記入に 

ついて 

 

（一） 建築工事届の提出に

ついて 

 

 

（二） 確認番号及び年月日

欄の記入 

 

 建築基準法第15条第１項の規定は、10平方メートルを

超える建築物を建築する場合は届出を義務づけておりま

す。10平方メートル以下の工事については届出の必要は

なく、建築着工統計調査票への記入も必要ありません。 

 建築物の建築等に関する確認を受けた建築物の場合に

のみ確認通知書に記入されてある確認番号及び年月日を

転記します。 
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（三） 工事届受理番号の記

入 

（四） 第三面２欄の記入 

 

 

 

 

（五） 「移転」の建築工事

届が出てきた場合、建

築着工統計調査票の作

成は必要か 

（六） 建築確認申請を必要

とする建築物の建築工

事届の処理方法及び無

申請建築物の取り扱い

について 

 

 

 

（七） 複数建築物（棟）を

建築する場合の記入方

法 

 

 

（八） 工事費予定額の記入

方法 

 

 

 

 

 

（九） 階数 

 

 

 

 しかし、建築基準法第18条第２項の通知に関する場合

もこの欄へ適合通知の番号及び年月日を転記して下さい

。 

 工事届を受理した順序に従って、工事届欄外に一連番

号を付すること。 

 建築物の全部あるいは一部を除却して引続いて同敷地

内に建築の工事をしようとする場合の除却については、

建築工事届第三面２欄に記入し、建築物除却届（建築基

準法施行規則第８条の別記第四十一号様式）は提出しな

いで下さい。 

 移転については、着工統計調査票は作成する必要はあ

りません。 

 

 

 建築基準法第６条の建築確認申請を必要とする建築物

で確認済みとなった場合は、建築基準法第15条第１項に

基づく建築工事届が提出され、統計が作成されることに

なりますが、無申請建築物が発見された場合、確認関係

の行政措置とは別に速やかに建築工事届を提出させて下

さい。なお、確認を要しない建築物で無届の違反があっ

た場合でも前記と同様発見次第、速やかに建築工事届を

提出させて下さい。 

 各建築物（棟）別に用途及び構造を記入する。ただし

、建築工事届のうち棟の記載欄は第二面にあり、その面

には３棟の記載欄しかありませんので、４棟以上の建築

物を建築する場合は、第二面を複数枚に記入することに

なります。 

 工事費予定額欄には建築工事費と設備工事費とを合わ

せた予定額を記入して下さい。なお、建築工事費の中に

は、建築のため必要な整地に要した費用は含みますが、

土地や借地権を買入する費用あるいは、敷地造成に要し

た費用は含みません。 

 また、自己所有の材料を使用して建物を増築するよう

な場合はそれを時価評価し建築工事費とします。 

 屋上に機械室等がある場合、建築基準法施行令第２条

第１項第８号により階数に算入するか否か判断してくだ

さい。階数に算入しない場合、当該部分の床面積は、工

事部分の床面積の合計に算入しません。 

三 建築着工統計調査について 
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（一） 届出後に工事届の内   

容に変更が生じた場合

の処理 

（二） 既存の建築物を用途   

変更する場合の調査票

の作成について 

（三） 寮、合宿所又は寄宿   

舎等の建築物内に管理

人等の住宅がある場合

の記入 

（四） 公営住宅の建築主と

住宅の利用関係につい

て 

 

 

（五） 渡り廊下等で２棟以

上の建築物が結合して

いる場合 

（六） 利用関係の「持家」

について 

 

（七） 併用住宅について 

 

（八） 既存の建築物のある

敷地内に数棟の建築物

を増築する場合の用途

分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その月のうちに変更になったものは、建築着工統計調

査票を訂正する。翌月以降（建築着工統計調査票は送付

済）のときは、変更前のままとします。 

 既存の建築物の用途を変更する場合（例 住宅を店舗

にする等床面積の増減のない内装工事）は調査の対象に

なりません。 

 この場合の建築物欄の用途分類は、主要用途「０２」

とします。住宅欄には戸数１戸、住宅の種類は「専用住

宅」で一戸建、床面積の合計は住宅部分のみ記入します

。 

 公営住宅とは、「公営住宅法第２条第２項及び住宅地

区改良法第２条第６項」に規定されている住宅をいいま

す。 

 なお、建築主は地方公共団体に限られます。利用関係

は貸家のみです。 

 それぞれ別棟と考え、渡り廊下等の床面積の合計は折

半してそれぞれの建築物の床面積に加えます。 

 

 本調査での利用関係は、住宅の利用(使用）者を指して

おります。したがって建築主の種別が個人以外の場合は

、持家になりません。 

 併用住宅とは、生活上必要な居住部分と業務部分が結

合している住宅のことをいいます。 

 建築物の用途を判定する場合、「建築物用途分類」の

「第一章 第４項 ２建築物の用途の決定方法」に定め

られてあるとおりに判定して下さい。 

 

（例）自動車製造会社の構内に数棟建築物を増築する場

合。 

 

 

 

- 63 -



      

 

 

  

 

 

（８） 

工事種別 

（９）建築物の

用途分類（主要

用途） 

（９―２）建築物

の用途分類（用途

区分） 

  

 

 

 

 

2 32 08470 ←事務所 

2 32 08340 ←工 場 

2 32 08520 ←倉 庫 

2 01 08030 ←アパート 

    

 

 

 

 

（九） 既存の建築物のある

敷地内に住宅を新たに

建築する場合 

（十） 居住専用住宅の付属

建築物の記入について 

 

 

 

（十一） 工事費予定額及び工

事実施額の算出につい

て 

 

１ 居住専用、居住産業併用、産業用の三大別して下さい。 

２ 三大別について主要用途、用途区分の順に判定して下

さい。 

 

既存の建築物のある敷地内において床面積の合計が増

加する工事ですので、建築物の工事種別は「増築」、住宅

の工事別は「新設」となります。 

 居住専用住宅付属建築物を建築するときに、工事種別は

住宅と同時に建築する場合は「新築」と、既存の住宅のあ

る敷地内に建築する場合は「増築」とし、住宅の工事種別

は「その他」としてください。また、住宅の戸数欄は空欄

として下さい。 

 土地や借地権を買受けるために要した費用や敷地造成

（山を切り開くとか、低地を埋めるとか）の費用は含ま

れないが、整地に要した費用を含みます。なお、庭園を

造る費用等は含みませんが、建築設備工事費は（他の請

負業者が設備工事を請負う場合も）必ず含めて記入して

下さい。 

 

 

四 建築物除却届（建築基準法施行規則第８条の別記第四十一号様式）の記 

入について 

 

（一） 除却届の作成  建築物除却届は主要用途及び構造別に届出を作成して

- 64 -



      

 

（二） 改築等引き続き建築

物を建築する場合の届

出 

 

（三） 用途の分類 

 

 

（四） 除却の床面積   

  

 

（五） 除却の原因 

 

（六） 戸 数 

 

 

 

下さい。 

 既存の建築物を全部あるいは一部を除却し、引き続き

建築物を建築する場合、その除却部分が10平方メートル

を超える場合は届出が必要です。この場合、建築物除却

届ではなく、建築工事届の第三面に記入して下さい。 

「建築物用途分類」の大分類によって分類します。なお

、除却しようとするとき、建築物を使用していなかった

ときの分類は、使用していたときの分類によります。 

 除却された部分の床面積の合計を記入して下さい。（

除却部分の床面積の合計が10㎡以内の場合は、届出の必

要はありません。） 

 除却原因は、建築物を除却する時点の原因を記入しま

す。 

 戸数欄は用途が居住用の場合のみ除却された住宅の戸

数を記入します。また、住宅一戸全部でなく、その一部

が除却され、除却されなかった部分が戸として機能する

ときは戸数欄を「０」と記入して下さい。 

 

 

五 建築物災害報告書の記入について 

 

（一） 受付年月日番号欄の

記入について 

 

（二） 風水害があったとき

全壊と全流失を生じた

ときの記入 

（三） 実地調査による被害

数と固定資産台帳等に

よる照会 

（四） 建築物の用途の項中

の建築物の数及び住宅

の戸数の記入 

 

（五） 被害区分の判定方法 

 

（六） 火災の際に延焼防止

の目的で破壊した場合

の災害種別について 

 都道府県の建築主管課にて市区町村より報告を受理し

たときの年月日及びこの報告書のみの一連番号を記入し

て下さい。 

 全壊及び全流失を加算して記入して下さい。 

（半焼、半壊、半流失についても同様の解釈によります

。） 

 災害が生じたとき、正確を期すため原則として実地調

査による被害数と固定資産台帳又は家屋台帳による照合

等をして下さい。 

 居住の項の建築物の数及び住宅の戸数の欄については

、上段に建築物の棟数、下段に住宅の戸数を構造別に記

入して下さい。居住の項以外の建築物の用途の項につい

ては、建築物の棟数を記入して下さい。 

 被害区分は、被害の程度をもとに判定し、判定が困難

な場合は「被害の割合」によって判定して下さい。 

 延焼防止のために破壊した場合は除却ではなく災害と

して処理します。 
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六 建築物災害統計調査について 

 

（一） 災害種別欄中の「震

災その他」の欄の記入 

（二） 住宅の戸数について 

 

 

 

 

 

（三） その他 

 

 

 火災、風水災以外の災害、例えば震災、爆発又は地す

べりがあった場合、この欄を使用します。 

 半焼の場合、戸としての機能を失った戸数、すなわち

、半分残ってはいるが住宅として世帯が居住するに耐え

なくなった場合は戸数を記入します。半焼等で、残り半

分で世帯が居住することができるものは戸数の減少とし

て算定しません。したがって戸数欄へは「０」と記入し

て下さい。 

 災害がその月に皆無のときは、調査票を作成する必要

はありませんが、目録に「災害なし」と記入し報告して

下さい。 
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建  築  物  用  途  分  類  

 

 

第 一 章 建築物用途分類一般原則 

 

 

第１項 建築物の定義                 

                                       

 この分類にいう建築物とは、住宅、事務所、店舗、工場、その他土地に定着

する工作物のうち、①屋根及び柱又は壁を有するもの、②観覧のための工作物、

③地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、その他これらに類する施設

をいう。 

              

第２項 分類の構成   

  

 建築物用途分類は、建築物の用途及び使途により構成する。              

  建築物の用途については大分類（居住専用・居住産業併用・産業用分類）

（以下単に「大分類」という。）及び建築物の用途区分を設ける。また、大分

類及び建築物の用途区分から使途を区分する。 

 

第３項 建築物用途分類の内容                                          

              

１ 用途分類                                                          

               

 この分類にいう建築物の用途とは、建築物が占用される目的をいう。      

  建築物の用途は、まず、居住専用、居住産業併用及び産業用に大別する。居

住専用とは人が専ら生活の本拠としうるものを指し、産業用とは農林水産業用、

鉱業, 採石業, 砂利採取業, 建設業用、製造業用等居住用以外の目的の全てを

含むものをいう。居住産業併用とは居住の用に供される部分と産業の用に供

される部分が結合し、居住の用に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以

上であるものをいう。 

 用途分類の大分類として、32 大分類を設ける。居住専用は住宅（家計を一

つにする者が独立して居住する用に供される建築物）と準住宅（一人で独立

して家計を維持する者の集まりが居住する用に供される建築物）の２区分とす

る。居住産業併用及び産業用については、日本標準産業分類を集約した分類に

よってそれぞれ 15 区分する。  

 また、建築物の用途区分として 72 区分を設ける。 
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２ 使途区分                                                          

  

 産業用建築物について、７区分の使途を設ける。この分類にいう建築物の使

途とは、事務所、店舗及び倉庫のような建築物の直接的な使われ方をいい、次

のとおりとする。                                                      

  

 ○ 事 務 所（使途区分 １） 

  机上事務又はこれに類する事務を行う場所をいう。会議室、受付室、タイ

プ室、守衛所、用務員室、銀行、営業所その他これらに類するものを含む。

                            

 ○ 店   舗（使途区分 ２） 

  卸売店、小売店、飲食店、その他物品を直接取引する場所をいう。      

              

 ○工場及び作業場（使途区分 ３）   

  物品を製造（改造又は加工を含む。）若しくは修理する場所、又は机上事

務若しくはこれに類する事務でない作業を行う場所をいう。商品包装場、荷

造り場、物品検査室、電子計算機操作室、ポンプ小屋などを含む。        

                                              

 ○ 倉   庫（使途区分 ４） 

  物品を貯蔵又は保管する場所をいう。                                

              

 ○ 学校の校舎（使途区分 ５）  

  教育の用に供される学校の校舎、体育館、図書館その他これらに類するも

のをいう。    

 

 ○ 病院・診療所（使途区分 ６）   

  医療の用に供される病院、病棟、診療所の診療棟その他これらに類するも

のをいう。    

 

 ○ そ の 他（使途区分 ９）                                       

  上記使途区分１から６以外の産業用建築物をいう。                     
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第４項 分類適用上の原則                                              

              

１ 分類の適用単位                                                    

              

 分類の適用単位は建築物の棟（むね）ごとである。母屋に母屋よりも延べ面

積の小さい附属建築物が付着している場合は同一棟とみなす。渡り廊下のよう

に二つ以上の母屋に付着しているものは、等分して各々の母屋と同一棟とみな

す。 

 

２ 建築物の用途の決定方法                                            

              

 建築物の用途を分類するに当たっては、まず、居住専用、居住産業併用及び

産業用の３区分を判断し、大分類（建築工事届の「主要用途」欄）を決定する。

次いで建築物の用途区分（建築工事届の「用途」欄）を決定する。          

                            

(1) 居住専用、居住産業併用及び産業用の３区分を判定するに当たっては、

居住用として占用されている床面積の延べ面積に対する割合に応じ、これが

100％である場合は､「大分類Ａ１．居住専用住宅」又は「大分類Ａ２．居住

専用準住宅」のどちらかに、20％以上である場合は、「大分類Ｂ１．居住農

林水産業併用建築物」から「大分類Ｂ１５．他に分類されない居住産業併用

建築物」までの居住産業併用建築物のいずれかに、20％未満である場合は、

「大分類Ｃ１．農林水産業用建築物」から「大分類Ｃ１５．他に分類されな

い建築物」までの産業用建築物のいずれかに分類する。                  

                                                      

(2) 居住専用は、家計を一つにする者が独立して居住する用に供される建築

物を「大分類Ａ１．居住専用住宅」に、一人で独立して家計を維持する者の

集まりが居住する用に供される建築物を「大分類Ａ２．居住専用準住宅」に

分類する。  

                                 

(3) 「大分類Ｂ１．居住農林水産業併用建築物」及び「大分類Ｂ１５．他に

分類されない居住産業併用建築物」までの居住産業併用建築物及び「大分類

Ｃ１．農林水産業用建築物」から「大分類Ｃ１５．他に分類されない建築

物」までの産業用建築物が、一つの構えの中に位置すると認められる場合に

は、その構えの用途に従って産業別を決定する。構えの用途によって産業別

を決定する場合は、日本標準産業分類の産業の決定方法によるものとする。

ただし、使途区分の５、６に該当するものについては、他の居住産業併用及

び産業用の建築物と同一の構えにあっても、それぞれ学校の校舎は、「大分

類Ｂ１１．居住教育, 学習支援業併用建築物」又は「大分類Ｃ１１．教育，

学習支援業用建築物」に、病院・診療所の建物は、「大分類Ｂ１２．医療, 
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福祉用建築物」又は「大分類Ｃ１２．医療，福祉用建築物」に分類する。ま

た、寄宿舎、寮等は、「大分類Ａ２．居住専用準住宅」に分類する。      

         

  ここにおいて構えとは、建築物が組織的に構築された一区画をいい、例え

ば工場の構内などである。 

  一構内における建築物群が単一の経営主体に属するものであれば、その構

内すべてを一つの構えとし、一つの構内にあってもその建築物群が異なる経

営主体に属する場合は、経営主体ごとに別の区画としてそれぞれを一つの構

えとする。                                

 

(4) 修理業用建築物及び再生業用建築物は、「大分類Ｂ０３．居住製造業併

用建築物」又は「大分類Ｃ０３．製造業用建築物」に分類する。ただし、日

本標準産業分類の中分類「79．その他の生活関連サービス業」、「89．自動

車整備業」又は「90．機械等修理業(別掲を除く）」に属する修理業用建築

物及び再生業用建築物は、「大分類Ｂ１３．居住その他のサービス業併用建

築物」又は「大分類Ｃ１３．その他のサービス業用建築物」に分類する。 

            

(5) 賃貸用建築物（貸家、貸ビルなど）は、実際に使用される用途によって

分類するものとする。ただし、その用途を予想できないものについては、

「大分類Ｂ０９．居住不動産業併用建築物」又は「大分類Ｃ０９．不動産業

用建築物」に分類する。                                              

    

 

３ 建築物の使途の決定方法                                            

              

大分類（建築工事届の「主要用途」欄）及び建築物の用途区分（建築工事

届の「用途」欄）により、別添の一覧表の分類にしたがって使途を決定する。  
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第 二 章 分 類 項 目 表 

 

１．大分類項目 

 

    Ａ０１．居住専用住宅

     Ａ０２．居住専用準住宅 

     Ｂ０１．居住農林水産業併用建築物 

     Ｂ０２．居住鉱業，採石業，砂利採取業，建設業併用建築物 

   Ｂ０３．居住製造業併用建築物 

   Ｂ０４．居住電気・ガス・熱供給・水道業併用建築物 

   Ｂ０５．居住情報通信業併用建築物 

   Ｂ０６．居住運輸業併用建築物 

   Ｂ０７．居住卸売業，小売業併用建築物 

     Ｂ０８．居住金融業，保険業併用建築物 

   Ｂ０９．居住不動産業併用建築物 

   Ｂ１０．居住宿泊業，飲食サービス業併用建築物 

   Ｂ１１．居住教育，学習支援業併用建築物 

      Ｂ１２．居住医療，福祉併用建築物 

   Ｂ１３．居住その他のサービス業併用建築物 

   Ｂ１４．居住公務併用建築物 

   Ｂ１５．他に分類されない居住産業併用建築物 

 

     Ｃ０１．農林水産業用建築物 

     Ｃ０２．鉱業，採石業，砂利採取業，建設業用建築物 

   Ｃ０３．製造業用建築物 

   Ｃ０４．電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 

   Ｃ０５．情報通信業用建築物 

   Ｃ０６．運輸業用建築物 

   Ｃ０７．卸売業，小売業用建築物 

     Ｃ０８．金融業，保険業用建築物 

   Ｃ０９．不動産業用建築物 

   Ｃ１０．宿泊業，飲食サービス業用建築物 

   Ｃ１１．教育，学習支援業用建築物 

      Ｃ１２．医療，福祉用建築物 

   Ｃ１３．その他のサービス業用建築物 

   Ｃ１４．公務用建築物 

Ｃ１５．他に分類されない建築物 
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２．建築物の用途区分項目 

 

08010 一戸建ての住宅 

08020 長屋 

08030 共同住宅 

08040 寄宿舎 

08050 下宿 

08070 幼稚園 

08080 小学校 

08082 義務教育学校  

08090 中学校、高等学校又は中等教育学校 

08100 特別支援学校 

08110 大学又は高等専門学校 

08120 専修学校 

08130 各種学校 

08132 幼保連携型認定こども園  

08140 図書館その他これに類するもの 

08150 博物館その他これに類するもの 

08152 美術館その他これに類するもの 

08160 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

08170 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの 

08180 保育所その他これに類するもの 

08190 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) 

08192 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) 

08210 児童福祉施設等（建築基準法施行令第 19 条第１項に規定する児 

童福祉施設等をいい、前４項に掲げるものを除く。次項におい 

て同じ。）（入所する者の寝室があるものに限る。） 

08220 児童福祉施設等（入所する者の寝室がないものに限る。） 

08230 公衆浴場（個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。） 

08240 診療所（患者の収容施設のあるものに限る。） 

08250 診療所（患者の収容施設のないものに限る。） 

08260 病院 

08270 巡査派出所 

08280 公衆電話所 

08290 郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）の規定により行う郵便の業 

務の用に供する施設 

08300 地方公共団体の支庁又は支所 

08310 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 

08320 建築基準法施行令第 130 条の４第５号に基づき国土交通大臣が 
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指定する施設 

08330 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの 

08340 工場（自動車修理工場を除く。） 

08350 自動車修理工場 

08360 危険物の貯蔵又は処理に供するもの 

08370 ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場 

又はバッティング練習場 

08380 体育館又はスポーツの練習場（前項に掲げるものを除く。） 

08390 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外 

車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその 

他これらに類するもの 

08400 ホテル又は旅館 

08410 自動車教習所 

08420 畜舎 

08430 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 

08438 日用品の販売を主たる目的とする店舗 

08440 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（前項に掲 

げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を 

行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された 

農産物の販売を主たる目的とするものを除く。） 

08450 飲食店（次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の 

地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的 

とするものを除く。） 

08452 食堂又は喫茶店 

08456 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本 

屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、 

建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサー 

ビス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以 

内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計 

が 0.75 キロワット以下のものに限る。）、自家販売のために食 

品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに 

類するもの（田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農 

産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするも 

のを除く。）で作業場の床面積の合計が 50 平方メートル以内の 

もの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0. 

75 キロワット以下のものに限る。）又は学習塾、華道教室、囲 

碁教室その他これらに類する施設 

08458 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その 

他これらに類するサービス業を営む店舗 
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08460 物品販売業を営む店舗以外の店舗（前２項に掲げるものを除 

く。） 

08470 事務所 

08480 映画スタジオ又はテレビスタジオ 

08490 自動車車庫 

08500 自転車駐車場 

08510 倉庫業を営む倉庫 

08520 倉庫業を営まない倉庫 

08530 劇場、映画館又は演芸場 

08540 観覧場 

08550 公会堂又は集会場 

08560 展示場 

08570 料理店 

08580 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 

08590 ダンスホール 

08600 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、 

ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施 

設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的と 

する店舗その他これらに類するもの 

08610 卸売市場 

08620 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 

08630 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの 

08640 農業の生産資材の貯蔵に供するもの 

08650 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を 

主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を 

主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営 

むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの 

（当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的 

とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が 50 平方メート 

ル以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の 

合計が 0.75 キロワット以下のものに限る。） 

08990 その他） 

 

３．使途区分項目 

 

 １ 事務所 

 ２ 店舗 

 ３ 工場及び作業場 

 ４ 倉庫 
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 ５ 学校の校舎 

 ６ 病院・診療所 

 ９ その他 
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大分類 Ａ０１．居住専用住宅 

 

                  総   説 

 居住専用住宅とは、家計を一つにする者が独立して居住する用に供される建築物を

いう。 

 

 

 

大分類 Ａ０２．居住専用準住宅 

 

                  総   説 

 居住専用準住宅とは、一人で独立して家計を維持する者の集まりが居住する用に供

される建築物で、個々の炊事施設を有しない建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ０１．居住農林水産業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ａ．農業, 林業」又は「Ｂ．漁業」の用に供される建築物

をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ０２．居住鉱業,採石業, 砂利採取業, 建設業併用建築物 

 

                  総   説 

 産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｃ．鉱業, 採石業, 砂利採取業」又は「Ｄ．建設業」の用

に供される建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ０３．居住製造業併用建築物 

 

                  総   説 

 産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｅ．製造業」の用に供される建築物をいう。（各々その取

り扱う物品の修理業又は再生業を含むものとする。ただし、日本標準産業分類の中分

類「79．その他の生活関連サービス業」、「89．自動車整備業」又は「90．機械等修

理業（別掲を除く）」に属する修理業又は再生業を除く） 
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大分類 Ｂ０４．居住電気・ガス・熱供給・水道業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｆ．電気・ガス・熱供給・水道業」の用に供される建築物

をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ０５．居住情報通信業併用建築物 
 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｇ．情報通信業」の用に供される建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ０６．居住運輸業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｈ．運輸業, 郵便業（中分類「49．郵便業（信書便事業を

含む）」を除く）」の用に供される建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ０７．居住卸売業, 小売業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｉ．卸売業, 小売業」の用に供される建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ０８．居住金融業, 保険業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｊ．金融業, 保険業」の用に供される建築物をいう。 
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大分類 Ｂ０９．居住不動産業併用建築物 

 

                  総   説 

 産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｋ．不動産業, 物品賃貸業」の用に供される建築物をいう。

賃貸用建築物（貸家、貸ビルなど）は、実際に使用される用途によって分類する。た

だし、その用途を予想できないものについては本分類に含める。 

 

 

 

大分類 Ｂ１０．居住宿泊業, 飲食サービス業併用建築物 
 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｍ．宿泊業, 飲食サービス業」の用に供される建築物をい

う。 

 

 

 

大分類 Ｂ１１．居住教育, 学習支援業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｏ．教育, 学習支援業」の用に供される建築物をいう。 

 

 

大分類 Ｂ１２．居住医療, 福祉併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｐ．医療, 福祉」の用に供される建築物をいう。 

 

 

大分類 Ｂ１３．居住その他のサービス業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｈ．運輸業, 郵便業」のうち中分類「49．郵便業（信書便

事業を含む）」、「Ｋ．不動産業, 物品賃貸業」のうち中分類「70．物品賃貸業」、
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「Ｌ．学術研究, 専門・技術サービス業」、「Ｎ．生活関連サービス業, 娯楽業」、

「Ｑ．複合サービス事業又は「Ｒ．サービス業（他に分類されないもの）」の用に供

される建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ１４．居住公務併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が日

本標準産業分類の大分類「Ｓ．公務（他に分類されるものを除く）」の用に供される

建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｂ１５．他に分類されない居住産業併用建築物 

 

                  総   説 

産業の用に供される部分と居住の用に供される部分が結合した建築物で、居住の用

に供される部分の床面積が延べ面積の 20％以上であり、産業の用に供される部分が前

項の各項のいずれにも分類されない建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｃ０１．農林水産業用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ａ．農業, 林業」又は「Ｂ．漁業」の用に供される建

築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｃ０２．鉱業,採石業, 砂利採取業, 建設業用建築物 

 

                  総   説 

 日本標準産業分類の大分類「Ｃ．鉱業, 採石業, 砂利採取業」又は「Ｄ．建設業」

の用に供される建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｃ０３．製造業用建築物 

 

                  総   説 

 日本標準産業分類の大分類「Ｅ．製造業」の用に供される建築物をいう。（各々そ

の取り扱う物品の修理業又は再生業を含むものとする。ただし、日本標準産業分類の
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中分類「79．その他の生活関連サービス業」、「89．自動車整備業」又は「90．機械

等修理業（別掲を除く）」に属する修理業又は再生業を除く） 

 

 

 

大分類 Ｃ０４．電気・ガス・熱供給・水道業用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｆ．電気・ガス・熱供給・水道業」の用に供される建

築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｃ０５．情報通信業用建築物 
 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｇ．情報通信業」の用に供される建築物をいう。 

 

 

大分類 Ｃ０６．運輸業用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｈ．運輸業, 郵便業（中分類「49．郵便業（信書便事

業を含む）」を除く）」の用に供される建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｃ０７．卸売業, 小売業用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｉ．卸売業, 小売業」の用に供される建築物をいう。 

 

 

大分類 Ｃ０８．金融業, 保険業用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｊ．金融業, 保険業」の用に供される建築物をいう。 
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大分類 Ｃ０９．不動産業用建築物 

 

                  総   説 

 日本標準産業分類の大分類「Ｋ．不動産業, 物品賃貸業」の用に供される建築物を

いう。賃貸用建築物（貸家、貸ビルなど）は、実際に使用される用途によって分類す

る。ただし、その用途を予想できないものについては本分類に含める。 

 

 

 

大分類 Ｃ１０．宿泊業, 飲食サービス業用建築物 
 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｍ．宿泊業, 飲食サービス業」の用に供される建築物

をいう。 

 

 

 

大分類 Ｃ１１．教育, 学習支援業用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｏ．教育, 学習支援業」の用に供される建築物をいう。 

 

 

大分類 Ｃ１２．医療, 福祉用建築物 
 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｐ．医療, 福祉」の用に供される建築物をいう。 

 

 

大分類 Ｃ１３．その他のサービス業用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｈ．運輸業, 郵便業」のうち中分類「49．郵便業（信

書便事業を含む）」、「Ｋ．不動産業, 物品賃貸業」のうち中分類「70．物品賃貸

業」、「Ｌ．学術研究, 専門・技術サービス業」、「Ｎ．生活関連サービス業, 娯楽

業」、「Ｑ．複合サービス事業又は「Ｒ．サービス業（他に分類されないもの）」の

用に供される建築物をいう。 
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大分類 Ｃ１４．公務用建築物 

 

                  総   説 

日本標準産業分類の大分類「Ｓ．公務（他に分類されるものを除く）」の用に供さ

れる建築物をいう。 

 

 

 

大分類 Ｃ１５．他に分類されない建築物 
 

                  総   説 

前項の各項のいずれにも分類されない建築物をいう。 
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事務所 店舗
工場及び
作業所

倉庫
学校の校

舎
病院・診

療所
その他

一戸建ての住宅 08010
長屋 08020
共同住宅 08030
寄宿舎 08040
下宿 08050
幼稚園 08070 ○
小学校 08080 ○
義務教育学校 08082 ○

中学校、高等学校又は中等教育学校 08090 ○

特別支援学校 08100 ○
大学又は高等専門学校 08110 ○
専修学校 08120 ○
各種学校 08130 ○
幼保連携型認定こども園 08132 ○

図書館その他これに類するもの 08140 ○
博物館その他これに類するもの 08150 ○
美術館その他これに類するもの 08152 ○

神社、寺院、教会その他これらに類するもの 08160 ○

老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの 08170 ○

保育所その他これに類するもの 08180 ○

助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) 08190 ○

助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) 08192 ○

児童福祉施設等（建築基準法施行令第19条第１項に規定する児童福祉施設等をいい、前４項に掲
げるものを除く。次項において同じ。）（入所する者の寝室があるものに限る。）

08210 ○

児童福祉施設等（入所する者の寝室がないものに限る。） 08220 ○
公衆浴場（個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。） 08230 ○
診療所（患者の収容施設のあるものに限る。） 08240 ○
診療所（患者の収容施設のないものに限る。） 08250 ○
病院 08260 ○
巡査派出所 08270 ○
公衆電話所 08280 ○

郵便法（昭和 22 年法律第 165 号）の規定により行う郵便の業務の用に供する施設 08290 ○

地方公共団体の支庁又は支所 08300 ○

公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 08310 ○

建築基準法施行令第 130 条の４第５号に基づき国土交通大臣が指定する施設 08320 ○
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの 08330 ○
工場（自動車修理工場を除く。） 08340 ○
自動車修理工場 08350 ○

危険物の貯蔵又は処理に供するもの 08360 ○

ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 08370 ○

体育館又はスポーツの練習場（前項に掲げるものを除く。） 08380 ○ ○
建築工事届の主要用途の区分が「教育、学習支援
業」の場合は使途を「学校の校舎」に分類し、そ
れ以外の場合は使途を「その他」に分類。

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するも
の又はカラオケボックスその他これらに類するもの

08390 ○

ホテル又は旅館 08400 ○
自動車教習所 08410 ○
畜舎 08420 ○

堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 08430 ○
日用品の販売を主たる目的とする店舗 08438 ○

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそ
る写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産
物の販売を主たる目的とするものを除く。）

08440 ○

飲食店（次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料と
する料理の提供を主たる目的とするものを除く。）

08450 ○

食堂又は喫茶店 08452 ○

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス
業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービ
ス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合に
あっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）、自家販売のために食品製造
業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（田園住居地域及びその周辺
の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除
く。）で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用する場合にあって
は、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）又は学習塾、華道教室、囲碁教室そ
の他これらに類する施設

08456 ○ ○

建築工事届の主要用途の区分が「卸売業、小売
業」、「宿泊業、飲食サービス業」の場合は使途
を「店舗」に分類し、それ以外の場合は使途を
「その他」に分類。

銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営
む店舗

08458 ○

物品販売業を営む店舗以外の店舗（前２項に掲げるものを除く。） 08460 ○
事務所 08470 ○
映画スタジオ又はテレビスタジオ 08480 ○
自動車車庫 08490 ○
自転車駐車場 08500 ○
倉庫業を営む倉庫 08510 ○
倉庫業を営まない倉庫 08520 ○
劇場、映画館又は演芸場 08530 ○
観覧場 08540 ○
公会堂又は集会場 08550 ○
展示場 08560 ○
料理店 08570 ○

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー 08580 ○
ダンスホール 08590 ○
個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴
する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする
店舗その他これらに類するもの

08600 ○

卸売市場 08610 ○
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 08620 ○
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの 08630 〇

農業の生産資材の貯蔵に供するもの 08640 ○

田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産
物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパ
ン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（当該農産物を原材料とする食品の製造
又は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のも
の（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）

08650 ○

その他 08990 ○

※建築工事届の「主要用途」欄が居住専用建築
物、居住産業併用建築物の場合は使途を区分しな
い。

使途区分

使途区分一覧表

建築物の用途区分
（建築工事届の「用途」欄）

記号 備考

別 添
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〔参考〕  

 

建築基準法令  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

建築基準法（抄） 

 

                昭和２５年法律第２０１号 

改正令和 ６年法律第 ５３号 

 
第一章 総則 

 
（目的） 

第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民

の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 
 
（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類

する構造のものを含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若

しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄

道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、

貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。 
二 特殊建築物 学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、

劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、

共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚

物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。 
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若し

くは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。 
五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕

切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階

段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。 
十三 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。 
十六 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその

工事をする者をいう。 
十八 工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する

工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。 
 
（建築主事） 

第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の

規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものと

されている事務（以下この条において「確認等事務」という。）をつかさどらせるために、建

築主事を置かなければならない。 
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２ 市町村（前項の市を除く。）は、その長の指揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるた

めに、建築主事を置くことができる。 
３・４ （略） 
５ 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事

を置いた市町村（第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。）の区域外

における確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 
６～９ （略） 
 
（建築物の建築等に関する申請及び確認） 

第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しよ

うとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のも

のとなる場合を含む。）、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようと

する場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手す

る前に、その計画が建築基準関係規定（この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定（以

下「建築基準法令の規定」という。）その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並

びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。）に適合するも

のであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事（以下「建築主事

等」という。）の確認（建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るもの

に限る。以下この項において同じ。）を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該

確認を受けた建築物の計画の変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）をして、第一

号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合（増築しようとする場合において

は、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。）、

これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲

げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 
一 別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積

の合計が二百平方メートルを超えるもの 
二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メ

ートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 
三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるも

の 
四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都

道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観

法（平成十六年法律第百十号）第七十四条第一項の準景観地区（市町村長が指定する区域

を除く。）内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部に

ついて指定する区域内における建築物 
２～９ （略） 
 
（国土交通大臣等の指定を受けた者による確認） 

第六条の二 前条第一項各号に掲げる建築物の計画（前条第三項各号のいずれかに該当するも
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のを除く。）が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から

第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定

した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、

当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。 
２～７ （略） 
 
（建築物に関する完了検査） 

第七条 建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定める

ところにより、建築主事等の検査（建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築

物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。）を申請しなければならない。 
２～５ （略） 
 
（届出及び統計） 

第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建

築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等（大規模建築物を建築

し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事）を経由して、その旨を都道府県知事

に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が

十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。 
２ 前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の

建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が

都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町

村の長を経由して行わなければならない。 
一 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）第十七条第一項の

規定により建築物の耐震改修（増築又は改築に限る。）の計画の認定を同法第二条第三項の

所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修 
二 密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請

する場合の当該建替え 
３ 市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災

害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。

ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メ

ートル以内である場合においては、この限りでない。 
４ 都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを

国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならな

い。 
５ 前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で

定める。 
 

第六章 雑則 
 

- 86 -



     

（仮設建築物に対する制限の緩和） 
第八十五条 非常災害があつた場合において、非常災害区域等（非常災害が発生した区域又は

これに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同

じ。）内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれかに該当

する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するもの

については、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合につ

いては、この限りでない。 
一 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの 
二 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの 

２ 災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用

途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置

場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで、第十二条第一

項から第四項まで、第十五条、第十八条（第二十五項を除く。）、第十九条、第二十一条から

第二十三条まで、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項、第三十五条、第

三十六条（第十九条、第二十一条、第二十六条、第三十一条、第三十三条、第三十四条第二項

及び第三十五条に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十九条及び第四十条の規定並びに第

三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方

メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする。 
３ 前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建

築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許

可を受けなければならない。ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えること

となる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお

当該建築物を存続させることができる。 
４～７ （略） 
 

第七章 罰則 
 
第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
二 第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
 
 

建築基準法施行令（抄） 

 

                 昭和２５年政令第３３８号 

改正令和 ５年政令第３２４号 

 
第一章 総則 

第一節 用語の定義等 
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（面積、高さ等の算定方法） 

第二条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、当該各号に定めるところによる。 
一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法（以下「法」という。）第四

十二条第二項、第三項又は第五項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間

の部分の敷地は、算入しない。 
二 建築面積 建築物（地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号にお

いて同じ。）の外壁又はこれに代わる柱の中心線（軒、ひさし、はね出し縁その他これらに

類するもの（以下この号において「軒等」という。）で当該中心線から水平距離一メートル

以上突き出たもの（建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、

工場又は倉庫の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸しその他これに類する業務の

ために設ける軒等でその端と敷地境界線との間の敷地の部分に有効な空地が確保されてい

ることその他の理由により安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして国土交通大臣

が定める軒等（以下この号において「特例軒等」という。）のうち当該中心線から突き出た

距離が水平距離一メートル以上五メートル未満のものであるものを除く。）がある場合にお

いては、その端から水平距離一メートル後退した線（建築物の建蔽率の算定の基礎となる

建築面積を算定する場合に限り、特例軒等のうち当該中心線から水平距離五メートル以上

突き出たものにあつては、その端から水平距離五メートル以内で当該特例軒等の構造に応

じて国土交通大臣が定める距離後退した線））で囲まれた部分の水平投影面積による。ただ

し、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分につ

いては、当該建築物又はその部分の端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積

は、当該建築物の建築面積に算入しない。 
三 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投

影面積による。 
八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉

庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建

築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物

の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物

の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。 
 
 

建築基準法施行規則（抄） 

 

                 昭和２５年建設省令第４０号 

改正令和 ６年国交省令第８９号 

 
（建築工事届及び建築物除却届） 

第八条 法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定に

よる建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第四十号様式及び別記第四十一号
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様式による。 
２ 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合に

おいては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、

前項の規定にかかわらず、合わせて別記第四十号様式による。 
３ 前二項の届出は、当該建築物の計画について法第六条第一項の規定により建築主事等の確

認を受け、又は法第十八条第二項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければな

らない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に（法第六条の二第一項の確認済証の

交付を受けた場合においては、遅滞なく）行わなければならない。 
４ 法第十五条第二項の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないもの

とする。 
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-

- -

　　工事施工者（設計者又は代理者）

-

- -

- -

　　工事監理者

-

- -

年 月 日

-

- -

- -

担当者の氏名

担当者の電話番号

所在地

電話番号

営業所名（建築士事務所名）

氏名

営業所名

営業所名（建築士事務所名）

 　※受付経由機関記載欄

確認済証番号

郵便番号

所在地

電話番号

確認済証交付年月日

　　除却工事施工者

　　建築主

郵便番号

住所

電話番号

氏名

確認済証交付者

　　建築確認

第

氏名

郵便番号

電話番号

氏名

郵便番号

所在地

第四十号様式（第八条関係）（Ａ４）

知事　様

日月年

建築基準法第15条第１項の規定による

建築工事届

（第一面）

号

担当者の氏名

担当者の電話番号
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年 月 日

年 月 日

(1)国 (2)都道府県 (3)市区町村

(4)会社 (5)会社でない団体 (6)個人

(1)1,000万円以下 (2)1,000万円超～3,000万円以下

(3)3,000万円超～1億円以下 (4)1億円超～10億円以下 (5)10億円超

【３．敷地の位置】

(1)市街化区域 (2)市街化調整区域

(3)区域区分非設定都市計画区域 (4)準都市計画区域

(5)都市計画区域及び準都市計画区域外

【４．工事種別】 (1)新築 (2)増築 (3)改築 (4)移転

（注意欄に記載の記号を記入してください）

① ① ①

㎡ ㎡ ㎡

② ② ②

㎡ ㎡ ㎡

③ ③ ③

㎡ ㎡ ㎡

消費税込み 消費税込み 消費税込み

地下 地下 地下

㎡

用途

用途

用途

用途

【５．主要用途】

ホ．工事の予定期間

ハ．用途
（注意欄に記載の記号を
　記入してください）

【６．一の建築物ごとの内容】

イ．番号

ロ．物件名

【１．着工及び工事完了の予定期日】

ロ．都市計画

イ．地名地番

（第二面）

ロ．工事完了予定期日

【２．建築主】

イ．着工予定期日

ニ．工事部分の構造
（注意欄に記載の記号を
　記入してください）

多用途 多用途 多用途

月間 月間 月間

万円

㎡

床面積
ト．用途ごとの工事部
　　分の床面積
（工事部分の用途が１種類
　のみであり、ハの用途と
　同一である場合は、記入
　不要です。）

床面積

用途

用途

用途

㎡ ㎡

床面積

床面積床面積

【７．新築工事の場合における敷地面積】

階

階

リ．新築工事の場合に
　　おける地上の階数

ヌ．新築工事の場合に
　　おける地下の階数

床面積

床面積

ヘ．工事部分の
　　  床面積の合計

階

チ．建築工事費予定額
万円 万円

床面積

階

階

床面積

階

ロ．資本の額又は
    出資の総額

用途 用途

イ．建築主の種別
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【１．住宅部分の概要】

(1)新設 (2)その他

(1)民間資金住宅

戸 戸 戸 戸

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(1)新設 (2)その他

(1)民間資金住宅

戸 戸 戸 戸

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

(1)新設 (2)その他

(1)民間資金住宅

戸 戸 戸 戸

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

　イ．産業分類 （注意欄に記載の記号を記入してください）

  ロ．除却原因 (1)老朽して危険があるため (2)その他

　ハ．構造 (1)木造 (2)その他

　ニ．建築物の数

　ホ．住宅の戸数

　チ．住宅の利用関係

　ヌ．建築物の評価額

(1)一戸建住宅

(3)住宅金融支援機構住宅

(4)都市再生機構住宅 (5)その他
ハ．新設住宅の資金

(1)持家　

(5)その他

(2)貸家　　

(2)プレハブ工法

ハ．新設住宅の資金

(1)一戸建住宅

(1)持家　

(4)都市再生機構住宅 (5)その他

ヘ．住宅の建て方

イ．番号

【２．除却建築物の概要】

(4)分譲住宅

(3)枠組壁工法

ニ．住宅の建築工法 (1)在来工法

(1)一戸建住宅

ト．利用関係

ニ．住宅の建築工法

チ．住宅の戸数

ヘ．住宅の建て方 (2)長屋建住宅

イ．番号

リ．工事部分の
　　床面積の合計

万円

(1)持家 (2)貸家 (3)給与住宅

(3)給与住宅

ハ．構造

イ．主要用途

ロ．除却原因

(4)都市再生機構住宅

ホ．住宅の種類

ホ．住宅の種類 (1)専用住宅

ホ．住宅の種類

(2)公営住宅

(2)公営住宅 (3)住宅金融支援機構住宅

(2)貸家　　

(2)プレハブ工法 (3)枠組壁工法

(2)併用住宅 (3)その他の住宅

(2)長屋建住宅 (3)共同住宅

(2)貸家　　

（第三面）

ニ．住宅の建築工法 (1)在来工法 (3)枠組壁工法

戸

リ．工事部分の
　　床面積の合計

ロ．新設又は
　　　その他の別

ロ．新設又は
　　　その他の別

(2)プレハブ工法

ロ．新設又は
　　　その他の別

イ．番号

チ．住宅の戸数

(2)公営住宅

(1)専用住宅

棟

(1)在来工法

(1)専用住宅 (2)併用住宅

(3)共同住宅

(4)分譲住宅

(1)持家　

(3)住宅金融支援機構住宅

(2)長屋建住宅 (3)共同住宅

(3)給与住宅 (4)分譲住宅

ハ．新設住宅の資金

チ．住宅の戸数

(3)その他の住宅

リ．工事部分の
　　床面積の合計

ヘ．住宅の建て方

(3)給与住宅

ニ．建築物の数

(2)併用住宅 (3)その他の住宅

ト．利用関係

ホ．住宅の戸数

チ．建築物の評価額

㎡

ヘ．住宅の利用関係

ト．利用関係

ト．建築物の床面積の合計
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卸売業、小売業

01

02

記号

産業
専用

30

居住専用準住宅

農林水産業 農業、林業、漁業、水産養殖業

運輸業

電気・ガス・熱供給・水道業

居住
産業
併用

10

居住専用住宅

鉱業、採石業、砂利採取業、建設業 11

12

13

14

15

16

17金融業、保険業

住宅、住宅附属建築物（物置、車庫等）

主要用途の区分

33

主要用途の区分

記号

32

（注意）
１．各面共通関係
　　数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。また、小数点以下の数値は四捨五入してくだ
　さい。
２．第一面関係
  ①　工事施工者及び除却工事施工者の担当者の氏名欄及び担当者の電話番号欄並びに工事監理者の氏名欄
　　及び電話番号欄には、受付経由機関等が工事内容について確認を行う際に回答ができる担当者の氏名及
　　び電話番号を記入してください。
　②　※印のある欄は記入しないでください。
　③　除却工事施工者欄は、既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようと
    する場合に記入してください。
３．第二面関係
　①　２欄の「イ」及び「ロ」、３欄の「ロ」、４欄並びに６欄の「ニ」は、該当するチェックボックスに
    「レ」マークを入れてください。
　②　２欄の「イ」において、「会社」とは、株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいい、特別の
    法律により設立された法人で会社であるものを含みます。
　③　２欄の「ロ」は、建築主が会社であるときのみ記入してください。
　④　３欄の「ロ」において、「区域区分非設定都市計画区域」とは、区域区分が定められていない都市計
    画区域をいいます。
　⑤　増築と改築とを同時に行うときは、４欄は床面積の大きい方の工事によつて区分してください。
　⑥　５欄は、居住専用建築物の場合は、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してください。

34

35

31

寮、合宿所、寄宿舎、準住宅附属建築物（物置、車庫等）

  ⑦　５欄は、居住産業併用建築物又は産業専用建築物の場合は、産業の用に供する部分について、次の表
    の記号の中から該当するものを選んで記入してください。また、一敷地内に既存の建築物があるとき
    は、記入に際しては、その部分と新たに建築する部分とを総合して判断してください。

製造業

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・
木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製
造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造
業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同
製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属
製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械
器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電
子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造
業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業

情報通信業
通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービ
ス業、映像・音声・文字情報制作業

鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸
業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業

36

37
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老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの

22

23

20

その他のサービス業

郵便業（信書便事業を含む。）、郵便局、学術・開発研究機
関、政治・経済・文化団体、旅行業、娯楽業、宗教、物品賃貸
業、専門サービス業、広告業、技術サービス業、洗濯・理容・
美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、協同組合、サー
ビス業

21

42

43

40

08130

08132

08140

08150

08152

08160

08170

08180

08192

08190

08210
児童福祉施設等（建築基準法施行令第19条第１項に規定する児童福祉施設等をいい、前４項に
掲げるものを除く。次項において同じ。）（入所する者の寝室があるものに限る。）

助産所（入所する者の寝室がないものに限る。）

各種学校

幼保連携型認定こども園

図書館その他これに類するもの

博物館その他これに類するもの

神社、寺院、教会その他これらに類するもの

　⑫　６欄の「ハ」は、居住産業併用建築物又は産業専用建築物の場合は、産業の用に供する部分につい
    て、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してください。一の建築物に、２種類以上の用途
    （既存部分があるときは、その用途を含む。）があるときは、一番大きい床面積の用途について記入
　　し、３種類以上の用途（既存部分があるときは、その用途を含む。）があるときは、「多用途」のチェ
　　ックボックスに「レ」マークを入れてください。

　⑧　６欄は、一の建築物（１棟）ごとに各列に記入してください。
　⑨　６欄の「イ」は、建築物の数が１のときは「１」と記入し、建築物の数が２以上のときは、一の建築
　　物（１棟）ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。
　⑩　６欄の「ロ」は、届出時点の物件名を記入してください。
  ⑪　６欄の「ハ」は、居住専用建築物の場合は、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してく
　　ださい。

用途の分類 記号

一戸建ての住宅 08010

24

記号

長屋

44

大学又は高等専門学校

専修学校

保育所その他これに類するもの

下宿

08090

08100

08110

08120

用途の分類

幼稚園

小学校

義務教育学校

中学校、高等学校又は中等教育学校

特別支援学校

寄宿舎

国家公務、地方公務

他に分類されないもの

18

医療、福祉 医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業

不動産業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業

宿泊業、飲食サービス
業

宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業

学校教育、その他の教育、学習支援業（社会教育、学習塾及び
教養・技能教授業ほか）

教育、学習支援業

08080

08070

美術館その他これに類するもの

助産所（入所する者の寝室があるものに限る。）

08082

08040

08050

08020

3919

共同住宅

41

08030

38
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病院

巡査派出所

08260

08270

08280

08290

08300

08310

08320

08330

08340

08380

08390

08400

08410

08438

08440

08450

08452

ホテル又は旅館

08240

危険物の貯蔵又は処理に供するもの

08250

08230

マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する
もの又はカラオケボックスその他これらに類するもの

診療所（患者の収容施設のあるものに限る。）

診療所（患者の収容施設のないものに限る。）

08220

ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

08350

08360

08370

建築基準法施行令第130条の４第５号に基づき国土交通大臣が指定する施設

税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの

工場（自動車修理工場を除く。）

公会堂又は集会場

展示場

料理店

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー

ダンスホール

自動車修理工場

08560

08590

08470

08480

08490

08570

08580

08500

08510

08520

08530

08540

08550

自動車教習所

08420

08430

畜舎

堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場

物品販売業を営む店舗以外の店舗（前２項に掲げるものを除く。）

08456

08458

08460

日用品の販売を主たる目的とする店舗

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそ
そる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された
農産物の販売を主たる目的とするものを除く。）

飲食店（次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料
とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。）

食堂又は喫茶店

理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービ
ス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類する
サービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用す
る場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）、自家販売のため
に食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（田園住居地域
及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とす
るものを除く。）で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの（原動機を使用する場
合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。）又は学習塾、華道教
室、囲碁教室その他これらに類する施設

銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を
営む店舗

児童福祉施設等（入所する者の寝室がないものに限る。）

公衆浴場（個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。）

体育館又はスポーツの練習場（前項に掲げるものを除く。）

公衆電話所

郵便法（昭和22年法律第165号）の規定により行う郵便の業務の用に供する施設

地方公共団体の支庁又は支所

公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家

事務所

映画スタジオ又はテレビスタジオ

自動車車庫

自転車駐車場

倉庫業を営む倉庫

倉庫業を営まない倉庫

劇場、映画館又は演芸場

観覧場
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　⑬　６欄の「ニ」は、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入してください。工事部分が２種類
    以上の構造からなるときは、床面積が最も大きい部分の構造について記入してください。

　⑭　６欄の「ホ」は、その建築物の規模に見合った月数を記入してください。
　⑮　６欄の「ト」は、床面積が大きい順に３種類までの用途について、（注意）３．⑫に準じて該当する
　　記号を記入してください。
  ⑯　６欄の「チ」は、建築設備費を含んだ額を記入してください。消費税込みの金額である場合は、チェ
    ックボックスに「レ」マークを入れてください。

構造の区分

木造

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造

鉄骨造

コンクリートブロック造

その他

記号

01

02

03

04

05

06

08620

08610

08990

08630

08640

08650

08600

その他

個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同
伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的と
する店舗その他これらに類するもの

卸売市場

火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農
産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営
むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの（当該農産物を原材料とする食品
の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。）で作業場の床面積の合計が50平方メートル
以内のもの（原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のもの
に限る。）

農業の生産資材の貯蔵に供するもの

　⑥　１欄の「ハ」は、当該住宅が新設のときのみ記入してください。「民間資金住宅」とは、国、地方公
    共団体、独立行政法人住宅金融支援機構等の公的な機関の資金に全くよらず、民間資金のみで建てる住
    宅をいいます。「住宅金融支援機構住宅」とは、独立行政法人住宅金融支援機構から建設資金の融資を
    受けた住宅をいい、融資額の大小は問いません。「都市再生機構住宅」とは、独立行政法人都市再生機
    構が分譲又は賃貸を目的として建てた住宅をいいます。
　⑦　１欄の「ニ」において、「在来工法」とは、プレハブ工法及び枠組壁工法以外の工法をいいます。
　　「プレハブ工法」とは、住宅の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の主要構造部材を工場で生産し、現
    場で組立建築する工法をいいます。「枠組壁工法」とは、木材で組まれた枠組に構造用合板その他これ
    に類するものを打ち付けた床及び壁により建築物を建築する工法で、一般には、ツーバイフォー工法と
    いわれるものです。
　⑧　１欄の「ホ」において、「専用住宅」とは、専ら居住の目的だけのために建築するもので、住宅内に
    店舗、事務所、作業場等の業務の用に供する部分がないものをいいます。「併用住宅」とは、住宅内に
    店舗、事務所、作業場等の業務の用に供する部分があつて居住部分と機能的に結合して戸をなしている
    もので、居住部分の床面積の合計が建築物の床面積の合計の５分の１以上のものをいいます。「その他
    の住宅」とは、主に工場、学校、官公署、旅館、下宿屋、浴場、社寺等の建築物に付属して、これと結
    合している住宅をいいます。

４．第三面関係
　①　１欄は、建築物が居住専用住宅又は居住産業併用建築物（工事部分が産業の用のみに供する部分であ
　　る場合を除く。）である場合に記入してください。当該建築物の数が２以上のときは、一の建築物（１
　　棟）ごとに記入してください。
　②　２欄は、既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合にお
    いて、当該除却しようとする建築物について記入してください。
  ③　１欄の「イ」は、第二面の６欄の「イ」に記入した番号と同じ番号を記入してください。
　④　１欄の「ロ」から「ト」までは、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。ただ
　　し、建築物が住宅の附属建築物の場合においては、「ニ」から「ト」までは、当該建築物が附属する住
　　宅が該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
　⑤　１欄の「ロ」において、「新設」とは、新築、増築又は改築によって居室、台所及び便所のある独立
    して居住し得る住宅が新たに造られるものをいいます。例えば、既存住宅の棟続きであっても、居室、
    台所又は便所を整えて独立して居住し得るものは「新設」に含まれます。「その他」とは、住宅の附属
　　建築物又は増築若しくは改築によって造られる住宅で新設に該当しないものをいいます。例えば、一敷
　　地内に既存住宅があって、別棟に50平方メートルの居室だけを建築しても、新たに造られた部分だけで
　　は独立して居住し得ないから「その他」に含まれます。
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　⑨　１欄の「ヘ」において、「長屋建住宅」とは、廊下、階段等を共用しない２戸以上の住宅を連続する
    建て方の住宅（連続建）をいい、廊下、階段等を共用しないで２戸以上の住宅を重ねたもの（重ね建）
    を含みます。「共同住宅」とは、長屋建住宅以外の住宅で、一の建築物内に２戸以上の住宅があるもの
    をいい、一般的には、アパート又はマンションといわれるものです。
　⑩　一件の建築工事で１欄の「ト」の(1)から(4)までに掲げる住宅の利用関係が２種類以上となる場合
　　は、１欄の「チ」及び「リ」は当該住宅の利用関係の種類ごとに記入してください。
　⑪　２欄の「イ」において居住専用建築物の場合は、（注意）３．⑥に準じて該当する記号を記入してく
    ださい。
　⑫　２欄の「イ」において居住産業併用建築物又は産業専用建築物の場合は、（注意）３．⑦に準じて該
    当する記号を記入してください。また、一敷地内に除却しようとする建築物以外に既存の建築物がある
    ときは、記入に際しては、その部分と除却しようとする部分とを総合して判断してください。
　⑬　２欄の「ロ」、「ハ」及び「ヘ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
※この届は国の統計調査において利用される場合があります。
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第四十一号様式（第八条関係）（Ａ４）

建築基準法第15条第１項の規定による

建築物除却届

（第一面）

※受付経由機関記載欄

知事　様

年 月

--

-

日

-

-

除却工事施工者

担当者の電話番号

担当者の氏名

電話番号

氏名

営業所名

郵便番号

所在地
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棟

戸

㎡

万円

【９．建築物の床面積の合計】

【７．建築物の数】

【８．住宅の戸数】

【10．建築物の評価額】

【３．除却場所】

【４．主要用途】

【５．除却原因】

【６．構造】

月

【１．物件名】

（注意欄に記載の記号を
記入してください）

(2)その他(1)老朽して危険があるため

(1)木造 (2)その他

年 日

（第二面）

【２．除却予定期日】
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金融業、保険業

鉱業、採石業、砂利採取業、建設業

主要用途の区分

主要用途の区分 記号

37

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業
通信業、放送業、情報サービス業、インターネット附随サービス
業、映像・音声・文字情報制作業

運輸業
鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸
業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業

卸売業、小売業

13 33

14 34

15 35

16 36

不動産業 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 18 38

食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木
製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造
業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プ
ラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛
皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金
属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、
電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具
製造業、その他の製造業

　③　４欄は、居住産業併用建築物又は産業専用建築物の場合は、次の表の記号の中から該当す
　　るものを選んで記入してください。また、一敷地内に除却しようとする建築物以外に既存の
　　建築物があるときは、記入に際しては、その部分と除却しようとする部分とを総合して判断
　　してください。

32

01

02

記号

農業、林業、漁業、水産養殖業

居住専用
住宅

居住専用
準住宅

寮、合宿所、寄宿舎、準住宅附属建築物（物置、車庫等）

住宅、住宅附属建築物（物置、車庫等）

居住
産業
併用

10

産業
専用

11

製造業 12

30

31

17

農林水産業

（注意）
１．第一面関係
  ①　担当者の氏名欄及び担当者の電話番号欄には、受付経由機関等が工事内容について確認を
　　行う際に回答ができる担当者の氏名及び電話番号を記入してください。
　②　※印のある欄は記入しないでください。
２．第二面関係
  ①　各欄は、除却しようとする建築物について記入してください。
  ②　４欄は、居住専用建築物の場合は、次の表の記号の中から該当するものを選んで記入して
　　ください。
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国家公務、地方公務

他に分類されないもの 44

宿泊業、飲食
サービス業

宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業

教育、学習支
援業

学校教育、その他の教育、学習支援業（社会教育、学習塾及び教
養・技能教授業ほか）

医療、福祉 医療業、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業

その他のサー
ビス業

郵便業（信書便事業を含む。）、郵便局、学術・開発研究機関、
政治・経済・文化団体、旅行業、娯楽業、宗教、物品賃貸業、専
門サービス業、広告業、技術サービス業、洗濯・理容・美容・浴
場業、その他の生活関連サービス業、協同組合、サービス業

21 41

22 42

20 40

19 39

23 43

　④　５欄及び６欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
　⑤　９欄及び10欄は、小数点以下の数値は四捨五入してください。

24
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